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一
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四

一
年
五
月
の
日
米
交
渉
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日
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首
脳
会
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開
催

と

一
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月
二
日

の
対

日
回
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一
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月
初
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の
蒋
介
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と
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一
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月
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月
二
〇

日
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案
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と
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の
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(
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日
本
デ
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ラ
イ
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を
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月
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日
と

決
定
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「
ハ
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ノ
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統
領

と
協
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の
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で
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さ
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も
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あ
る

(
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通
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回
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(
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10

一
一
月
二
八
日
の
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会
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で
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言

(九
)

11
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海

軍
に
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す
る
国
務
省
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の
通
告

(
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12
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よ
る
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渉
仲
介
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絶
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13
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会
宛

て
メ

ッ
セ
ー
ジ
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開
戦
前
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送
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な
か

っ
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由

(
一
一
)

14
天
皇
宛
て
親
電
を
送
付
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
理
由

(
一
一
)

15
日
米
交
渉

の
目
的

(
一

二)

二

ヘ
ン
リ

ー

・
Ｌ

・
ス
チ

ム

ソ

ン

１

ス
チ
ム
ソ
ン
の

「
日
記
」
(
一
三
―

二
〇
)

２
来
栖
特
派

の
情
報

(
二
〇
)

３
大
統
領

の
六

ヶ
月
休
戦

案

に
反

対

(
二
〇
)



４
閣
議
、
米
国

の
対

日
参
戦

に
つ
い
て
の
国
民

の
支
持

を
確
信

(
二
一

)

５

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
将
軍
か
ら
の
報
告

(
二
一
)

６
日

本
か
ら
先

に
最
初

の

一
発
を
う
た
せ
る
必
要
が
あ
る

(
二
一

)

７
日
本
軍
、
大
規
模

の
南
進
を

開

始

(
二
二
)

８

ハ

ル
、

「私

は
そ
れ
か

ら
手
を
引

い
た
。

い
ま
や
そ
れ
は
君

と
ノ

ッ
ク

ス
ー
陸
海
軍
―

の
手
中

に
あ
る
」
と
発
言

(
二
二
)

９
先
制
攻
撃
の
開

始

を
要
望

(
二
三
)

10
東
南

ア
ジ
ア
で
日
英

が
開
戦
す
れ
ば
、
日
米

開
戦
も
誘
発
さ
れ
る
で
あ

ろ
う

(
二
三
)

11

二
二
月

一
日
、

二
日
の
動
静

(
二
四
)

12

一

二月
七
日
午
前

の

ハ
ル
、
ノ

ッ
ク
ス
、

ス
チ
ソ

ン
会
談

(
二
四
)

13
米
国
政
府

は
日
本

の
真
珠
湾

攻
撃

よ
り
も
前
に
対

日
参
戦
を
決
定
し
て
い
た
か
否
か

(
二
五
)

14
大
統
領

に
対
す
る
真
珠
湾
事
件

の
処
置
報
告

の
手
紙

(二
六
)

三

サ

ム
ナ

ー

・
ウ

ェ
ル
ズ

(
国
務

次
官

)

１
大
西
洋
会
談

へ
の
出
発
の
時
期
と
到
着

の
時
刻

(
二
九
)

２
大
西
洋
憲
章

の
な
か

に
極
東
問
題

や
対

日
併
行
行
動

の
問
題
が
含

ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
か

(
二
九
)

３
チ

ャ
ー
チ
ル
の
提
案
―
―

一
九
四

一
年
八
月

一
〇

日
付
け

の
文
書
―
―

(
三
〇
)

４
米
国
政
府
宣
言
草
案

(三
一

)

５
英
国
政
府
宣
言
草
案

と
オ
ラ
ン
ダ
政
府
用
宣
言
草
案
な
ど

(三
二
)

６
共
同
宣
言
、
同
時

宣
言
、
併
行
行
動

の
問
題

(三
三
)

７
英
国

の
併
行
行
動

(三
七
)

８
日
本
が
英
領

と
蘭
領

の
み
を
攻
撃
し
た
ば
あ

い
の
米
国

の
態
度

(三
九
)

９
八
月

一
七
日

の
対

日
警
告

と
そ

の
効
果

(
四
〇
)

10
米
英
間

に
ひ
そ
か
に
軍
事
協
定
が
締
結
さ
れ

て
い
た

か

(四
〇
)

四

ジ

ョ
セ

フ

・
Ｃ

・
グ

ル

ー

１
「
ハ
ル

・
ノ
ー
ト
」

に
対
す
る
日
本
側

の
反
応

(
四
二
)

２
天
皇
宛
て

の
大

統

領

メ

ッ
セ
ー
ジ

の
手
交

経

緯

(
四
三
)

３

「
ハ
ル

・
ノ
ー
ト
」

は
最
後
通
牒
と
み
な
す

こ
と
は
で
き
な
い

(四
四
)

４

一
九

四
〇
年
九
月

一

二日
付
け

の
国
務
長

官

宛

て
電

報

(
四
五
)

５

一
九

四

一
年

八
月

一
七
日
の
対
日
通
告
を
最
後
通
牒
と
み
な
す
か
ど
う
か

(
四

六
)

６
「
ハ
ル

・
ノ
ー

ト
」

の

反
応

に
つ
い
て
の

一
二
月
五
日
付
け
の
国
務
長
官
宛

て
報
告

(
四
七
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五
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ロ

ル
ド

・
Ｒ
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ス
タ

ー

ク

１
ア
ゾ

レ
ス
占
領
の
準
備

(四
九
)

２
キ
メ

ル
提
督

の
不
安
の
訴
え

(
五
〇
)

３

一
九

四

一
年
九
月
二
四
日
付
け

の
真
珠
湾
爆

撃
計
画
を
暗
示
す
る
東
京
電
報

は
み
て
い
な
い

(
五
〇
)

４

「
ハ
ル

・
ノ
ー
ト
」

の
提
出
前
後

(
五

一
)

５
い
わ
ゆ
る

「
戦
争



警
告
」

の
電
報

(
五
二
)

６
タ
ラ
ン
ト
空
襲
の
戦
訓

(
五
三
)

７

一
二
月
七
日
朝

の
主
要
行
動

(
五
四
)

８
真
珠
湾
攻
撃
は

奇

襲
で
あ

る

(五
五
)

９

一
九

四

一
年
四
月
か
ら

一
〇
月
に
か
け
て
の
大
西
洋

に
お
け
る
米
国
海
軍
作
戦
計
画
の
概
要

(
五
六
)

10
西
半
球
防
衛
計
画

の
骨
子

(
五
七
)

11
大
西
洋

に
お
け
る
米

独
戦
争

(
六
〇
)

12
真
珠
湾
攻
撃
に

つ
い
て
の
大
統
領
に
対

す
る
海
軍
長
官

の
報
告

(六

一
)

13
日
米
間
の
貿
易
禁
止
に
よ
る
効
果

の
研
究

(
六
三
)

14
キ
メ
ル
提
督

の
退
役

(
六
六
)

六

ジ

ョ
ー
ジ

・
Ｃ

・
マ
ー

シ

ャ
ル

１
傍
受
電
報
と
そ

の
処
理

(六
七
)

２
真
珠
湾
攻
撃
時
に
米
航
空
機

ハ
ワ
イ
上
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に
到
着

(六

八
)

３
「
ハ
ル

・
ノ
ー

ト
」
に

つ
い
て
(六
九
)

４
傍
受
電
報

の

ハ
ワ
イ

へ
の
提
供

(
六
九
)

５
真
珠
湾
に
停
泊
中
の
艦
隊
警
護

の
責
任

(七
〇
)

６
「
マ
ジ

ッ
ク
」
処
理

の
責
任

(
七
〇
)

７
シ

ョ
ー
ト
将
軍

の
解
任

(
七

一
)

七

ロ
ー

ヤ

ル

・
Ｅ

・
イ

ン
ガ

ー

ソ

ル

１
暗
号
書

の
破
棄

(七
二
)

２
米

国
の
領
土
内
で
な
く
、
南
太
平
洋

で
攻
撃
を
受
け
て
も
、
米
国
は
参
戦

し
た
か
ど
う
か

(七
二
)

３

一
九

三
七
年
末
三
八
年
初
頭

の
ロ
ン
ド
ン
派
遣

と
そ

の
目
的

(
七
三
)

４
日
本
と
の
戦
争

の
可
能
性

(
七
五
)

５

一
九
三

八
年
初
頭

の
ロ
ン
ド
ン
会
議

の
参
加
者

(
七
六
)

６
対

日
戦
争

の
作
戦
計
画

(
七
七
)

７
戦
略
的
概
念
と
し
て
の
大
西
洋
第

一

主
義

(
七
九
)

八

リ

ッ
チ

モ
ン

ド

・
Ｋ

・
タ

ー

ナ

ー

１
海
軍
情
報
部

の
任
務

(
八
〇
)

２
対
英

・
蘭
軍
事
交
渉

(
八
〇
)

３
対

日
全
面
禁
輸

の
影
響

の
検
討

(
八
二
)

４

一
一
月

二
七
日
の

「
戦
争
警
告
」
発
令

の
事
情

(
八
三
)

５
戦
争
到
来

の
予
測

(
八
四
)

６
米
国
に
対
す

る
参

戦
密

約

の
有

無

(
八

五
)

九

レ
オ

ナ
ー

ド

・
Ｔ

・
ゼ

ロ
ー

１

「
A
B
C
―

一
、

二
」
お
よ
び

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
報
告
は
大
統
領

の
承
認
を
え
た
も
の
で
は
な

い

(
八
七
)

２
極
東
情
勢
通
報

の

検
討

(
八
七
)



一
〇

J

・
Ｏ

・
リ

チ

ャ
ー

ド

ソ

ン

１
大
統
領
と
リ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
太
平
洋
艦

隊
司
令
長
官

と
の
会
談

(
九
〇
)

一

一

ハ
ズ

バ

ン
ド

・
Ｅ

・
キ

メ

ル

１
太
平
洋
艦
隊

の
戦
力
削
減

(
九
二
)

２

ハ
ワ
イ
地
区
防
衛

の
責
任

は
陸
軍
に
あ
る

(
九

二
)

３
海

軍
作
戦
部
長
は
タ
ラ

ン
ト

空
襲

の
戦
訓
を
軽
視

し
、
真
珠
湾
に
魚
雷
防
禦
装
置

の
設
備
を
怠

っ
た

(
九
三
)

４
傍
受

さ
れ
た

ホ
ノ

ル
ル
か
ら

の
日
本
の
泊
地

電
報
に

つ
い
て

の
情
報

は
全
然
伝

達
さ
れ
な
か

っ
た

(
九
四
)

５
海
軍
省
に
宛
て
た
退
役
要
求

の
手
紙

(
一
九
四

二
年

一
月

二
八

日

(九

六
)

６
ス
タ

ー
ク
に
宛

て
た
手
紙

一
九
四
二
年

二
月
二
二
日

(
九
六
)

７
日
本

の
暗

号
焼
却
を

ど
の
よ
う
に
考
え
た
か

(
九
七
)

８
日
本
海
軍

の
渡
洋
攻
撃
力

の
過
小
評
価

(
九
八
)

９

一
一
月
二
七
日
の

「
戦
争
警
告
」

は
真
珠
湾
攻
撃
警
戒

の
通

報
に
な
ら
な

い

(九
八
)

10
日
本

の
真
珠
湾
攻
撃

の
予
想

(九
八
)

11
対
独
戦
争
第

一
主
義

(
一
〇

二
)

12
大
統
領

が
日
本

艦
船

の
航
路
に
小
舟
三
艘
を
出

し
て
そ
の
動
き
を
監
視

す
る
こ
と
を
命
じ
た
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か

(
一
〇
三
)

一
二

ウ

ォ
ル

タ

ー

・
Ｃ

・
シ

ョ
ー

ト

１
諸
情

報
、

ハ
ワ
イ
陸
軍
管
区
司
令
官

に
達

せ
ず

(
一
〇

四
)

２

ハ
ワ
イ
攻
撃

に
対
す
る
警
告
は
皆
無

で
あ

っ
た

(
一
〇
六
)

３
サ
ボ
タ
ー
ジ

ュ

(
破
壊
工
作
)
防
止
対
策

(
一
〇
八
)

４
陸
海
軍

は

ハ
ワ
イ

の
防
衛
対
策
を
ま

っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
か

っ
た

か

(
一
〇
八
)

一
三

ウ

ィ

ル
キ

ン
ソ

ン

１
傍
受
電
報
、
解
読
、
翻

訳
の
責
任
と
そ

の
配
布
先

(
一
一
〇
)

２

一
九
四

一
年

九
月

二
四
日
付
け

の
ホ
ノ
ル
ル
か
ら
の
泊
地
電

報

(
一
一

二)

３

ハ
ワ
イ
攻
撃

の
可
能
性

(
一
一
三
)

４
暗
号
の
傍
受
は
日
本

に
知
ら
れ
て

い
た
か

(
一
一
三
)

一
四

シ

ャ
ー

マ
ン

・
マ
イ

ル
ズ

１

一
九

四

一
年
九
月
二
四
日
付
け

の
東

京
電
報

(
一
一
四
)

２

一

一
月
一

五
日
付
け
、
な
ら
び
に

一
一
月

二
九
日
付
け
の
東
京
電



報

(
一
一
六
)

３
暗
号
解
読

の
遅
延

と
そ
の
対
策

(
一
一
七
)

一
五

リ

ュ
ー

フ

ァ

ス

・
Ｓ

・
ブ

ラ

ッ
ト

ン

１

一
四
部

の
日
本

の
回
答

の
傍
受

と
そ

の
対
策

(
一
一
八
)

２
日
本

の
泊
地
電
報
に

つ
い
て

の
検
討

(
一
一
九
)

３
日
本
大
使

館

、
暗
号
を
破
棄
す

(
一
二
〇
)

一
六

ロ
バ

ー
ト

・
Ｅ

・
シ

ュ
ル

ツ

１
日
米
交
渉
打
切
り

の
通
告

を
内
容

と
す
る
日
本
の
秘
密
電
報
を
傍
受

し
、

一
二
月
六

日
午
後
九
時
半
、

こ
れ

を

大
統

領

に
手

交

す

(
一
二

一
)

二

証

拠

書

類

一二二

一

大
統

領

指

令

一

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
よ
り

ハ
ル
へ
の

「
覚
書
」

１

ル
ー
ズ
ベ
ベ
ル
ト
よ
り

ハ
ル
へ
の

「
覚
書
」

一
九

四

一
年

一
一
月
八
日

(
一
二
五
)

２
財
務
長
官
よ
り
大
統
領
宛
書
信

一
九
四

一
年

一
〇
月
三
〇

日

(
一

二五
)

３
蒋
介
石
総
統

よ
り

の
電

報
メ

ッ
セ
ー
ジ

一
九
四

一
年

一
〇
月
三
〇
日
受

(
一

二五
)

二

ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
よ
り

チ
ャ
ー
チ

ル
へ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ

１
国
務
省
送
信
電
報

一
九
四

一
年

一
一
月
七

日

(
一

二六
)

三

大
統
領

よ
り

ハ
ル
へ
の

「覚
害
」

１
日
本
政
府
宛
同
時
声
明
案

一
九
四

一
年

八
月

一
〇
日

(
一
二
六
)

２
洋
上
に
て
大
統
領
発

ハ
ル
宛

「
覚
書
」

一
九
四

一
年
八
月

一
五
日

(
一
二
七
)

３
洋

上
に
て
大
統
領
発

ハ
ル
宛

「覚
書
」

一
九
四

一
年

八
月

一
二
日

(
一
二
七
)

４
大
統
領
、
英
首
相
会

談
後

、
ウ

ェ
ル
ズ
氏
が
国
務
省

に
届
け
た
日
本
大
使
宛
対
日
通
告
文
案

(
一

二七
)

四

大
統
領

よ
り
英
首
相
宛

メ
ッ
セ
ー
ジ

一
九
四

一
年

八
月

一
八
日



１

ハ
ル
よ
り
大
統
領
宛
メ

ッ
セ
ー
ジ

(
一
二
七
)

２
国
務
省
発
信
電
報

一
九
四

一
年

八
月

一
八
日

(
一
二
八
)

五

大
統
領

の
天
皇
宛
親
電
案

１
親
電
案

一
九

四

一
年

一
月

一
六

日

(
一
二
八
)

２
同
別
案

一
九
四

一
年

一
〇
月

一
六

日

(
一
二
八
)

３
国
務
省

・
政
治
関
係

ア
ド
バ
イ
サ
ー
の
意
見

一
九
四

一
年

一
〇
月

一
六
日

(
国
務
長
官
に
具
申

の
親
電
時
機

尚
早
論
)

(
一

二九
)

４
親

電

修

正

案

一

九
四

一
年

一
〇

月

一
六
日

(政
治

ア
ド
バ
イ
ザ

ー
に
よ
る
も

の
)

(
一
三
〇
)

六

極
東
問
題
に
関
す
る
大
統
領

の
、
及

び
大
統
領
宛

「覚
書
」
そ

の
他
の
文
書

１
グ
ル
ー
駐

日
大
使
発

ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大
統
領

宛
書
信

一
九
四
〇
年

一

二月

一
四
日

(
日
米
関
係
と
欧
州
戦
局

と
の
関
連

に
つ
き
質

問

及
意
見
)

(
一
三
〇
)

２
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大
統
領

よ
り
グ

ル
ー
大
使
宛
返
信

一
九
四

一
年

一
月
二

一
日

(世
界
戦
略

と

の
関

連

に
於

て
い
説
明
)
(
一
三
三
)

３
国
務
省
よ
り
大
統
領
宛

「覚
書
」

一
九
四

一
年

二
月
五

日

(
ウ
オ

ル
シ

ュ
書
信

の
取

扱

に

つ
い

て
)

(
一
三
四
)

４
陸
軍
長
官

よ
り

マ
将
軍
宛
指
示

一
九
四

一
年

七
月

(
一
三
四
)

５
陸
軍
次
官
宛

「覚
書
」

一
九
四

一
年

七
月

二
八
日

(
在
比
部
隊
に

一
千

万
ド
ル
配
布
)
(
一
三
五
)

６
陸
軍
長
官
よ
り
大
統
領
宛
報
告

一
九

四

一
年

一
〇
月

二

一
日

(新

四

発
爆
撃
機

の
戦
略
任
務

に
付

て
)
(
一
三
五
)

７
回
章

(
一
九
四

一
年

一
一
月
二
五
日
軍
事
情
報
)

(
一
三
八
)

８
陸
軍
長
官
よ

り
大
統
領
宛
報
告

一
九
四

一
年

一
一
月
二
六
日

(
日
本

の
印
度
支
那
向
け
船
団
行
動
)

(
一
三
九
)

七

開
戦
当
日
、
大
統
領

の
政
府
議
会
首
脳
者

へ
の
説

明

１

「
覚
書
」

一
九

四

一
年

一
二
月

一
三
日

(
開
戦
の
情
況
説
明
お
よ
び
質
疑
)
(
一
四
〇
)

二

ハ
ル
提

案
、

「
覚

書
」

一

暫
定
協
定
に
関
す
る
資
料

１
国
務
省
極
東
局
よ
り
国
務
長
官
宛
具
申

一
九
四

一
年

一
一
月

一
一
日

(暫
定
協
定
案

に
つ
い
て
)
(
一
四
九
)

２
極

東

局

ハ
ミ

ル
ト
ン
氏
よ
り
国
務
長
官
宛
提
出
文
書

一
九

四

一
年

一
一
月

一
九

日

(
モ
ー
ゲ

ン
ソ
ウ
案

に
関
す

る
意

見
)

(
一
五
二
)

３
海

軍

作
戦
部
長

よ
り
国
務
長
官
宛
所
見

一
九
四

一
年

一
一
月

二
一

日

(暫
定
協
定
案

に
つ
い
て
)

(
一
五
二
)

４
極
東
情
勢

に
関

す

る

参
謀
次
長
代
理
よ
り
参
謀
総
長
宛
覚
書

一
九
四

一
年

一
一
月
二
四
日

(暫
定
協
定
案
討
議

に

つ
い
て
)
(
一
五
四
)

５
陸

軍

よ

り

国
務
長
官
宛
所
見

一
九
四

一
年

一
一
月
二
一

日

(東
洋
情
勢

に
つ
い
て
)

(
一
五
四
)

６
日
本
大
使

に
手
交
す

べ
き

オ

ー

ラ

ル
ス

テ
ー
ト
メ
ン
ト
案
及
び
暫
定
協
定
案

一
九
四

一
年

一
一
月
二
二

日

(使

用
せ
ら
れ
ず

と
注
記
)

(
一
五
五
)

７
日
米
協

定
基

礎

案



の
概
要

(
仮
案
)

一
九
四

一
年

一
一
月
二
二
日

(
一
五
七
)

８
国
務
省
会
談

「覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月

二
二
日

(暫
定
協
定

に
関
す
る
日
本
側
提

案
及

び
回
答
案

に
つ
い
て
、
米
英
蘭
豪
中
各
代
表
会
談
)

(
一
五
八
)

９
提
案

中
の

"
暫
定

協
定
"

に
関

す

る

一
九
四

一
年

一
一
月
二
四
日
付
仮
案

(
一
五
九
)

10

一
九
四

一
年

一
一
月
二
四
日
付
国
務
長
官

よ
り

大

統

領

宛

〔覚

書
」
(
暫

定
協
定
案

の
対

日
提
示
文
書

案
等
を
提
出
)
(
一
六

一
)

11
電
報
文
案

(
対
英
)

一
九

四

一
年

一
一
月
二
四

日

(右

「
覚

書
」

に

添
付

の
対
英

メ

ッ
セ
ー
ジ
案
)

(
一
六

一
)

12
国
務
省
会
談

「覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月

二
四
日

(
日
本

に
提

示
す

る
暫

定

協

定
案

に
つ
い
て
、
米
、
英
、
中
、
蘭
、
豪
代
表
会
談
)

(
一
六
二
)

13
暫
定
協
定

案

(最

終

案
)

一
九

四

一
年

一

一
月

二

五

日

(
一
六
三
)

14
米
国

日
本
間
合
意
に
対
す

る
基
礎
案
要
旨

一
九

四

一
年

一
一
月
二
五
日

(
一
六
五
)

15

在

重

慶

ラ

チ

モ
ア
博

士
発
電
報

一
九
四

一
年

一
一
月

二
五
日

(蒋
介
石

の
暫
定
協
定
構
想

に
対
す
る
反
対

に
つ
い
て
)

(
一
六
七
)

16
蒋
総
統

よ
り
宋
子

文
発
電
報

一
九
四

一
年

一
一
月
二
五
日

(
暫
定
協
定
構
想
に
対
す
る
強
硬
な
る
反
対

を
主
張
)
(
一
六
七
)

17
国
務

省

会

談
〔覚

書
」

一
九

四

一
年

一
一
月
二
五
日

(暫
定
協
定
案

一
部
修

正
意
見
に

つ
き
米
英
代
表
会
談
)
(
一
六
八
)

18
国
務
省
会
談

〔覚
書
」
二
九

四

一
年

一
一
月
二
五
日

(暫
定
協
定

に
対
す
る
蒋

総
統

の
反
対
に

つ
い
て
米
中
代
表
会
談
)
付

・
郭
外
相
発
胡
適
大
使
宛
電
報
)

一

七
〇
)

19
国
務

省
会
談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月
二
五
日

(
米
中
お
よ
び
米
蘭
)
(
一
七

一
)

20
国
務
長
官
よ
り
大
統
領
宛

「覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月

二
六
日

(
暫
定
協
定
構
想

の
断
念
に

つ
い
て
)
(
一
七
二
)

21
国
務
省
会

談

「
覚
書
」

一
九

四

一

年

一
一
月
二
七
日

(
日
米
関
係
に

つ
い
て
、
英
大
使
、
国
務
次
官
会
談
)

(
一
七
三
)

22
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

一

一
月
二
七
日

(暫
定
協
定

に
つ
い
て
、
豪

公
使
、
国
務
長
官
会
談
)

(
一
七
四
)

23
国
務
省
発

信

電

報

一
九

四

一
年

一
一
月

二

七
日

(
駐
重
慶

米
国
大
使
宛
暫
定
協
定
構
想

の
経
緯
)
(
一
七
四
)

24
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月

二

九

日

(
日

米
会
談
に

つ
き
英
大
使
、
国
務
長
官
会
談
)
(
一
七
六
)

25
中
国
大
使
よ
り

ハ
ル
に
手
交
さ
れ
た

「
覚

書
」

一
九

四

一
年

一
二
月

二
日

(
暫
定
協
定
構
想
破
棄

に
感
謝
)
(
一
七
六
)

二

天
皇
宛
親
電

に
関
す
る

「覚
書
」

１
国
務
長
官
よ
り
大
統
領
宛

「覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月
二
九

日

(
天
皇
宛
親
電

の
取
扱
に

つ
い
て
)
(
一
七
八
)

三

ウ

ェ
ル
ズ
に
よ
る
大
西
洋
会
談

「覚

書
」

１
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九

四

一
年

八
月

一
〇

日

(洋

上
に
て
、
サ
ー

・
カ
ド
ガ

ン
、
国
務
次
官

協
議
)

(
一
七

九
)

２
国
務

省
会
談

「
覚
書
」

一
九

四

一
年
八
月

一
一
日

(洋
上
に
て
、
英
米

の
協
力
に

つ
き
、
大
統
領

、
英
首
相

そ
の
他
会
談
)

(
一
七
九
)

四

一
〇

ヵ
条
提
案

に
関
す
る
国
務
省
記
録



１
国
務

長
官

よ
り
日
本
大
使

に
手
交
さ
れ
た

「
覚
書
」
(
「
い
わ
ゆ
る

ハ
ル

・
ノ
ー
ト
」
)

一
九
四

一
年

一
一
月
二
六

日

(
オ

ー

ラ

ル

に
及
び
日
米
協
定

の
基
礎
概
略
)
(
一
八
〇
)

２
国
務
省

ス
ポ
ー
ク

ス
マ
ン
に
よ
る

口
頭
の
新
聞
発
表

一
九
四

一
年

一

一
月

二
六

日

(
一
八
三
)

３
国
務
省

の
新
聞
発
表
、
第
五
八
五
号

一
九

四

一
年

一

二月
七

日

(
一
八
三
)

４
大
統
領
記

者
会
見

に
関

す
る

要
録

一
九
四

一
年

一

二月

二
日

(
一
八
三
)

五

暫

定
協
定

に
関
す
る
記
録
―
―

(実

ら
な
か

っ
た
打
開
策
具
申
)

１

モ
ー
ゲ

ン
ソ
ウ
財
務
長
官
の
打
開
策
具
申

一
九
四

一
年

一
一
月

一
八
日

(
一
一
月

一
七
日
付
具
申

〃
対
日
緊
張
"
を
緩
和
し
独

の

敗
北
を
確
実
な
ら
し
む
る
課
題

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
就

て
)
(
一
八
四
)

２
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九

四

一
年

一
一
月

一
八

日

(
日
米
会
談
に

つ
い
て
、
国
務

長
官
、

キ
ヤ
ム
ペ

ル
英
公
使
会
談
)
(
一
八
九
)

３
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九

四

一
年

一

一
月

二
九

日

(
豪
州

の
調
停
申
出
に

つ
い
て
、
国
務
長
官
、
カ
セ
イ
豪
公
使
会
談
)
(
一
九
〇
)

４
国
務
省
会

談

「
覚

書
」

一
九

四

一

年

一
一
月
三
〇
日

(豪
公
使
来
栖
大
使
会
見
に

つ
い
て
、
国
務
長
官
、
豪
公
使
会
談
)

(
一
九
〇
)

六

国
務
省

と
タ
イ
当
局

と
の
間

の
会
談

記
録

１
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

八
月
七
日

(
タ
イ
国

に
対
す

る
米

の
態
度

に
つ
い
て
、

タ
イ
国
公
使

・
ハ
ミ
ル
ト
ン
会
談
)

(
一
九

一
)

２
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

八
月

一
四

日

(
兵
器

購

入

の
承

認

に

つ
い

て
、
タ

イ
公

使
、
ペ

ッ
ク

会

談
)
(
一
九
二
)

３
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

八
月

一
八
日

(
日
本

の
攻
撃
あ
り
た
る
場
合

の
米
の
態

度

に

つ
き
、
国

務
長
官
、
タ
イ
公
使
会
談
)
(
一
九

三
)

４
国
務
省

発
信
電
報

一
九
四

一
年

一
一
月
三
日

(駐

タ
イ
米
公
使
宛
英

よ
り

の
航
空

機

派
遣
言
明
に

つ
き
)
(
一
九
四
)

５
国
務
省
会
談

「覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月
四

日

(
タ
イ
国
情
勢

に
つ
き
、

キ

ャ
ン
ベ

ル
英

公
使
、
ウ

ェ
ル
ズ
国
務
次
官
会
談
)
(
一
九
四
)

６
国
脇
省
受
信
電
報

一
九
四

一
年

一
一
月
六
日

(在

バ
ン

コ
ク

米

公
使

発
、
英

よ
り

の
航
空
機

派
遣
問
題
等
に

つ
き
)
(
一
九
五
)

７
国
務
省
発
信
電
報

一
九

四

一
年

一
一
月

一
一
日

(
駐
バ

ン
コ
ク
米

公
使

宛

航
空
燃
料
供
給

に
つ
い
て
)

(
一
九

五
)

８
国
勝
省
発
信
電
報

一
九
四

一
年

一
一
月

一
八
日

(駐

バ
ン

コ
ク
米

公

使

宛
、
対
戦
車

砲
等
供
給
不
能

云
々
)
(
一
九
五
)

９
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月
二
八
日

(
タ
イ
国
援
助

に

つ
い

て
、
タ
イ
公

使
、

ハ
ミ
ル
ト

ン
等
会
談
)
(
一
九
六
)

10
国
務
省
受
信
電
報

一
九
四

一
年

一
一
月
二
八
日

(駐

バ
ン

コ
ク
米

公
使

発
、
タ
イ
国

内
情
勢

)
(
一
九
六
)

11
国
務
省
受
信
電
報

一
九
四

一
年

一
二
月
六

日

(駐

重
慶
米
国
大
使
発
、
中
国
政
府
よ

り

の
通

報
に

つ
い

て
)
(
一
九
六
)

12
国
務
省

発
信
電
報

一
九
四

一
年

一
二
月
六

日

(
駐

バ
ン
コ
ク
米
国
公
使
宛
、
対

タ
イ
借

款

延
長

に
つ
い
て
)

(
一
九
六
)

13
国
務
省
受
信
電
報

一
九
四

一
年

一
二
月
七

日

(
駐

バ
ン

コ
ク
米
公
使
発
、
日
本
軍

の
侵
入
に
就

て
)

(
一
九
七
)



七

国
務
省

フ

ァ
イ

ル
よ
り

の
種

々
の
文
書

１
日
本

の
経
済
情
勢

に
関
す
る
定
期
報
告

一
九

四

一
年
九
月
二
九

日
記

(
駐
東
京
米
国
大
使
館

商

務
参

事

官

発
)
(
一
九

七
)

２

国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月

二
五

日

(
極
東
情
勢

に
つ
き
、
国
務
長
官
、
英

大
使

会

談
)
(
一
九

八
)

３
陸

軍

省

よ
り
国
務
省

へ
の
通
報

一
九
四

一
年

一
一
月

一
五
日

(
ホ
ノ

ル
ル
司
令
官
よ
り
の
報
告

に
つ
い
て
)

(
一
九
八
)

八

日
本

の
情

勢
に
関
す

る
米
英
会
談
関
係

の
国
務
省
書
類
抜
萃

１
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

二
月
七

日

(
極
東
情
勢

に
つ
い
て
、
英
側
大
使
館
参
事
官

米
側

極

東

局

ハ
ミ
ル
ト
ン
会
談
)

(
一
九
九
)

２
チ

ャ
ー
チ
ル
氏
よ
り
大
統
領
宛

メ

ッ
セ
ー
ジ

一
九
四

一
年

二
月

一
五
日

(
二
〇
〇
)

３
駐
東
京

英

国
大

使
よ
り

英
国
外
相
宛
電
報

(
要
旨
)

一
九

四

一
年
四
月

一
三
日

(
二
〇

一
)

４
海

軍
作
戦
部
長
よ
り
大

統

領

宛

「
覚

書
」

一
九

四

一
年

四

月
二
九
日

(海

軍
戦
略

に
関
し
対
英
照
会
結
集

の
報
告
)

(
二
〇
二
)

５
海
軍
長
官
よ
り
大
統
領
宛

「
覚
書
」

一
九
四

一
年
五
月
八

日

(
英
内
閣
防
衛
委

よ
り

の
正
式
回
答

に
つ
い
て
)

(
二
〇

四
)

６
国
務
省
会
談

「
覚
書
」

一
九

四

一
年

一
〇
月

一
七

日

(
米
日
関

係
に

つ
い
て
、
国
務
長
官
、
英
国
大
使
会
談
―
野
村
大
使

の
英
国
大
使
訪
問
に

つ
い
て
)
(
二
〇

四
)

７

国

務

省

会

談

「
覚
書
」

一
九
四

一
年

一
一
月

一
二
日

(米

日
会
談

に

つ
い
て
、
英
国
大
使
、

ウ

ェ
ル
ズ
国
務

次
官
会
談
―
日
本
外
相
、
駐

日
英
国
大

使

会

見

に
関
連
)
(
二
〇
七
)

８
駐

ワ
シ
ン
ト

ン
英

国
大
使
館
よ
り

ハ
ル
国
務
長
官
宛
書
信

一
九
四

一
年

一
一
月

二
九

日

(
「
ハ
ル

・
ノ

ー

ト
」

の

「
写
し
」
を
要
望
)

(
二
〇
八
)

９
駐

ワ
シ
ン
ト

ン
英
国
大
使

よ
り

ハ
ル
国
務
長
官
宛
書
信

一
九
四

一
年

一
二
月

一
日

(
タ

イ
国

と
の
不
可
侵
条
約

と
共
同
防
衛
作
戦

に
つ
い
て
)
(
二
〇

八
)

10
駐

ワ
シ
ン
ト

ン
英
国
大
使
よ
り
大
統
領
宛
書
信

一
九
四

一
年

一
二
月
八
日

(
ロ
ン
ド
ン
よ
り
通
報
の
軍
事
情
報

に
つ
い
て
)

(
二
〇
九
)

八

日
米
関
係
に
関

す
る
議
会

へ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
案

(
国
務
省

に
よ
る
も
の
)

１
メ

ッ
セ
ー
ジ
案

(
二
〇
九
)

九

日
米
関
係

に
関
す
る
議
会

へ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
案

(陸
海
軍
両
省
に
よ
る
も

の
)

１
海
軍
長
官
よ
り
大
統
領
宛
書
簡
及
び
メ

ッ
セ
ー
ジ
案

一
九

四

一
年

一
一
月

二
九
日

(
二

一
〇
)

２
陸
軍
長

官

よ

り
大

統

領

宛

「
覚
書
」
及
び
メ

ッ
セ
ー
ジ
案

日
付
記
載
な
し

(
二

一
三
)

三

陸
海

軍
省

指

令

一

海
軍
省
発
信

の
至
急
電
報

(
一
九
四

一
年
四
月

一
日

～

一
二
月
六

日
)



１
海
軍
作
戦
部
長

よ
り
全
海
軍
区
宛

一
九
四

一
年
四
月

一
日

(
土
、

日
曜
、
休
日
を
警
戒

せ
よ
…
…

(
二

一
六
)

２
海

軍
作

戦

部

よ
り
太
平
洋
、
ア
ジ

ア
艦
隊
長
官
、
関
連
管
区
宛
四
月
四
日

(出
師
準
備
指
令
)

(
二

一
六
)

３
海
軍
作
戦
部
長
よ

り

在

支
駐

在
武
官
宛

四
月

一
八
日

(
情
報
取
扱
に

つ
い
て
)
(
二

一
六
)

４
海
軍
作
戦
部
長
よ
り
各
艦
隊
長
官
、
在

ロ
ン
ド

ン
連

絡

官
宛

七

月
三
日

(
日
本

は
対

ソ
攻
撃
か

…
…
)
(
二

一
七
)

５
海
軍
作
戦

部
長
よ
り

ア
ジ

ア
、
太
平
洋
艦
隊
長
官
宛
年
七

月

三

日

(
日
本

商
船

の
移
動

に
つ
い
て
)

(
二

一
七
)

６
海

軍
作
戦
部
長
よ
り
ア
ジ

ア
艦
隊
長
官
宛
年

七
月
七
日

(東
京

・
ベ

ル
リ

ン
間

の
日

本

外
交
電
報
解
読
お
よ
び
商
船
情
報
)
(
二

一
八
)

７
海
軍
作
戦
部
長
よ
り
同
長
官
宛
七
月
七
日

(南
部
仏
印
基
地
要
求

に
関

す

る

日
本
外
交
電
報

の
通
読
)
(
二

一
八
)

８
海
軍
作
戦
部
よ
り
同
長
官
宛

七
月

一
五
日

(
日
本

の
南
部
仏
印
進
駐

の
決

意
…
…
外

交

電
報
解
読
)

(
二

一
九
)

９
同
部

よ
り
同
長
官
宛

七
月

一
七

同

(
右
と
同
様

の
別
電
)

(
二

一
九
)

01
海
軍
作
戦
部
長
よ
り
同
長

官
宛
七
月

一
九

日

(
広
東
総
領
事

よ
り
東
京
宛
外
交
電
報
解
読
…
…
日
本

の
南
進
戦
争
決

意
)

(
二
二
〇
)

11
第

一
六
海

軍

区

司

令
官
よ
り
海

軍
作
戦
部
長
宛

七
月

一
九

日

(東

京
は
三
国
同
盟
尊
重
不
変
)
(
二
二
〇
)

12
同
司
令
官
よ
り
海
軍
作

戦

部
長

、

ア

ジ

ア
、
太
平
洋
艦
隊
長
官
そ

の
他
宛

七
月

二
〇

日

(東
京

・
ヴ

ィ
シ
ー
間
外
交
電
報
解
読
)
(
二
二
〇
)

13
海

軍
作
戦

部

長

よ

り

太
平
洋
、
大
西
洋
艦
隊
長
官
そ

の
他
各
部
宛

七
月
二
五
日

(
「戦
争
計
画
第
五

一
号
」
実
施
)

(
二
二

一
)

14
同
部
長

よ
り
各
艦
隊

長
官
、
第

一
五
海
軍
区
司
令
官

、
在

ロ
ン
ド
ン
連
絡
官
宛
七
月
二
五
日

(海
陸
軍
同
文
発
信
対

日
経
済
制
裁
実
施

に
伴
う
警
報
)

(
二

二

一
)

15
海
軍
作
戦
部

よ
り
各
艦
隊
長
官
宛
八
月

一
四
日

(
日
本
商
船

は
全
て
本

国

へ
帰
航
中
)
(
二
二
二
)

16
海
軍
作
戦
部
長

よ
り
太
平
洋
、
大
西
洋
艦
隊
長
官
、
在

ロ
ン
ド

ン
連
絡
官
、
本

国
各
沿
岸
防
備
指
揮
官

そ
の
他
宛
八
月
二
八
日

(
米
商
船
の
護
衛
を

開
始
)

(
二
二
二
)

17
同
部
長
よ
り
海

軍
各
部
宛

一
〇
月
九
日

(
「戦
争
計
画
」

改
正
)
(
二
二
三
)

18
同
部
長
よ
り
各
艦
隊
長
官

宛

一
〇
月

一
六
日

(第

三
次
近
衛
内
閣
辞
職

に
際
し
、
日
本
の
経
済
見
通
し
…
…
)
(
二
二
三
)

19
海
軍
作
戦
部
長

よ
り
全
商
船
宛

一
〇
月

一
六
日

(太
平
洋
に
於

け
る
航
路
指
定
)
(
二
二
三
)

20
同
部
よ
り
サ

モ
ア
群
島
根
拠
地
隊
指
揮
官
、
第

一
一
―
第

一
六
海

軍
区
司
令
官
、
太
平
洋
艦
隊
長
官
、
そ

の
他
宛

一
〇
月

一
七
日

(
全
商
船
宛
警
報

に
留
意
…
…
)
(
二
二
四
)

21
同
部

よ
り

ア
ジ
ア

艦
隊
長
官
、
第

一
二
海
軍
区
司
令
宛

一
〇
月

一
七
日

(
太
平
洋
横
断
船
舶

に
ト
レ
ー
ス
海
峡
通
船
を

指

示
)
(
二

二

四
)

22
海
軍

作
戦
部
長
よ
り
太
平
洋
艦
隊
長
官
宛

一
〇
月

一
七
日

(
ウ

エ
ー
ク
、

ミ

ッ
ド
ウ

エ
ー
両
飛
行
場

の
警
戒

を

指

示
)

(
二

二
四
)

23

海
軍
作
戦
部
長
よ
り
第

一
二
、
第

一
四
海
軍
区
司
令
官
、
太
平
洋
、

ア
ジ

ア
艦

隊
長
官
、
第

一
六
海
軍
区
司
令
官
宛

一
〇
月

二
四
日

(軍
用
輸
送
船

の
護
衛
実
施
に
関
す
る
指
示
)
(
二
三
四
)

24
同
部
よ
り
太
平
洋
、

ア
ジ

ア
艦
隊
長
官
、
第

一
一
―
第

一
六
海
軍
区

司
令
官
宛

一
一
月
四
日

(
西
半
球
よ
り
の
日
本
船
舶
の
撤
退
進
展
…
…
)

(
二
二
五
)

25
海
軍
作
戦
部
長

よ
り
太
平
洋
、

ア
ジ
ア
艦



隊
長
官
、
第

一
二
、
第

一
四
海
軍
区
司
令
官
宛

一
一
月

一
八
日

(米
船
団

の
航
路
指
示
)
(
二
二
五
)

26
海
軍
作
戦

部
よ
り

ア
ジ
ア

艦
隊
長
官
、
太
平
洋
沿
岸
防
備
司
令
官
宛

一
一
月

二
〇
日

(航
路
指
定
に
関
連
)
(
二
二
五
)

27
海
軍
作

戦

部

よ

り

ア
ジ

ア
、
太

平
洋
両
艦
隊
長
官
宛

一
一
月
二

一
日

(
日
本

の
米
豪
航
路
哨
戒
)
(
二
二
五
)

28
太
平
洋
艦
隊
長
官

よ
り
海
軍
作
戦
部
宛

一
一
月
二

二
日

(北
方
航
路
具
申
)
(
二
二
六
)

29
海
軍
作
戦
部

よ
り
太
平
洋
艦
隊
長
官

宛

同

日

(
北

方
航

路

不

許
可
)

(
二
二
六
)

30

同
部
よ
り
同
長
官
宛

一
一
月
二
三
日

(
航
路
指
定

に
関
連
)

(
二
二
七
)

31
第

一
二
海
軍
区
司
令
官
よ
り
海
軍
作
戦
部
宛

一
一
月
二

三

日

(
陸
軍
輸
送

に
つ
き
具
申
)
(
二
二
七
)

32
海
軍
作
戦
部
長
よ
り

ア
ジ

ア
、
太
平
洋
両
艦
隊
長
官
、
第

一
一
―
第

一
三
、
第

一

五
海
軍
区
司
令
官
宛

一
一
月

二
四
日

(
日
本

の
奇
襲
来
攻

の
可
能
性
に

つ
き
警
告
)
(
二
二
七
)

33
海
軍
作
戦
部
長

よ
り

ア
ジ

ア
艦

隊
司
令
長
官
宛

一
一
月
二
四
日

(
日
本
海
軍

に
関
す
る
情
報
の
処
理
方
に

つ
き
指
示
)
(
二
二
八
)

34
同
部
長
よ
り
第

一
二
海
軍
区

司
令
官
宛

一
一
月
二
五
日

(
航
路
指
定
に

つ
い
て
)
(
二
二
八
)

35
海
軍
作
戦
部
よ
り
全
防
備
隊
指
揮
官
、
第

一
四
、
第

一
六
海
軍

区
司
令
官
、
太
平
洋
、
ア
ジ
ア
両
艦
隊
長
官
宛

一
一
月

二
七
日

(航
路
指
定

の
機
密
扱

予
告
)
(
二
二

八
)

36
海
軍
作
戦
部
長
よ

り

ア
ジ
ア
、
太
平
洋
両
艦
隊
長
官
宛

一
一
月
二
七
日

(
本
電
は
戦
争
警
告
と
見
な
さ
る
べ
し
…
…
)
(
二
二
八
)

37
海

軍
作
戦
部
長

よ
り
第

一
、
宛
三
―
第

一
三
、
第

一
五
海
軍
区
司
令
官
そ

の
他
宛

一
一
月
二
七
日

(
破
壊
行
動

に
警

告
)
(
二
二
九
)

38
海
軍
作

戦
部
長
よ
り
太
平
洋
北
部
、
同
南
部
沿
岸
防
備
隊
指
揮
官
宛

一
一
月
二
八
日
(陸
軍

の
西
部
防
衛
司
令
官
宛
警
報
を
引
用
)
(
二
二
九
)

39
海
軍
作
戦
部
長
よ
り
ア
ジ
ア
艦
隊
長
官
宛

一
二
月

二
日

(支

那
海
西
部
に
哨
艦
配
置
を
指
令
)

(
二
二
九
)

40
同
部
長
よ
り
ア

ジ

ア
、
太
平
洋
両
艦
隊
長
官
、
第

一
四
、
第

一
六
海
軍
区
司
令
官
宛

一
二
月
三
日

(
日
本

の
暗
号
機
械
破
壊
命
令
)
(
二
三
〇
)

41

海
軍
作
戦
部

よ
り

ア
ジ
ア
艦
隊
長
官
、
第

一
六
海
軍
区
司
令
官
宛

一
二
月
三
日

(
同

上
、
別
報
)

(
二
三
〇
)

42
同
部
よ
り
東
京
、

バ

ン
コ
ッ
ク
、
北
平
、
上
海
各
駐
在
海

軍
武
官
宛

一
二
月
四
日

(
文
書
焼
却
を
命
令
)
(
二
三
〇
)

43
同
部

よ
り
北
平
、
天
津
両
海

兵
隊

分
遣
隊
指
揮
官
宛
同
日

(
文
書
焼
却
を
命
令
)
(
二
三

一
)

44
同
部

よ
り
グ

ア
ム
根
拠
地
指
揮
官

宛

同

日

(
文
書

焼

却

を

命

令
)

(
二
三

一
)

45
海
軍
作
戦
部
長
よ
り
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官
宛

一
二
月
六
日

(離
島

の
臨
戦
準

備

に

つ
い
て
)

(
二
三

一
)

46
第

一
四
海
軍
区
司
令
官
よ
り
海
軍
作
戦
部
長
宛
同
日

(
日
本
領
事
館

に
て
文
書
焼
却
終
了
)
(
二
三

一
)

二

陸
軍
省

・
ハ
ワ
イ
軍
政
部
間

の
通
信
抜
萃

(
一
九

四

一
年

七
月
八
日
～

一
二
月
七
日
)

１
陸
軍
省
先
任
副
官
よ
り

ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
司
令
官

(
シ

ョ
ー
ト
中
将
)
宛

一
九
四

一
年
七
月
八
日

(
日

本

の
政

策

に

つ
い
て
)

(
二
三

一
)

２
海
軍
作
戦
部
長
よ
り
太
平
洋
、
ア
ジ
ア
、
大
西
洋
各
艦
隊
長
官
、
第

一
五
海
軍
区
、
在

ロ
ン
ド
ン
特
別
海
軍
連
絡

官
宛
七
月
二
五
日

(
海
陸
軍
同
文
発
信
対

日
経
済
制
裁
実
施
に
伴

い
警
報
…
…

一
の
14
に
同
じ
)

(
二
三
二
)

３
同
部
長
よ
り
大
西



洋
、
太
平
洋
、

ア
ジ

ア
各
艦
隊
長
官
宛

一
〇
月

一
六
日

(
第
三
次
近
衛
内
閣
総
辞
職

に
際
し
日
本

の
政
情
見
通
し
…
…

一
の
18
に
同

じ
)

(
二
三
二
)

４
陸
軍
省
先
任
副
官
よ
り

ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
司
令
官

(
シ

ョ
ー
ト
中
将
)
宛

一
〇
月
二
〇

日

(
日
本

の
情

報

に

関
す
る
判
断
)
(
二
三
二
)

５
海
軍
作
戦
部
長
よ
り
ア
ジ

ア
、
太
平
洋
、
各
艦
隊
長
官
、
第

一
一
ー
第

一
三
、
第

一
五
海
軍
区
宛

一

一
月

二
四
日

(
日
本

の
奇
襲
来
攻
の
可
能
性
に

つ
き
警
告
…
…

一
の
32
に
同
じ
)

(
二
三
二
)

６
陸
軍
省

よ
り

ハ
ワ
イ
方

面
陸

軍

司
令
官

(
シ

ョ
ー
ト
中
将
)
宛

一
一
月
二
六
日

(
B
24
に
よ
る
偵
察
任
務
)
(
二
三
三
)

７
参
謀
総

長
よ
り

ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
司
令

官
宛

一
一
月
二
七
日

(
対
日
会
談
終
了
に
付
き

警
告

及

び
指

令
)

(
二
三
三
)

８
参

謀

総

長

よ

り

西

部

防
衛

司
令

官

宛
同

日

(
同
上
警
告
指
令
)

(
二
三
四
)

９
参
謀
総
長
よ
り
極
東
方
面
陸
軍
司
令
官

(
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
大
将
於

マ
ニ
ラ
)

同
日

(
同
上
警
告

指
令
)
(
二
三
四
)

10
参
謀
本
部

G
2
よ
り

ハ
ワ
イ
方
面
軍
政
部
G
2
宛
同
日

(破
壊
行
動
警
告
)
(
二
三
四
)

11
極
東
方
面
司

令

官
よ
り
参
謀
総
長
宛

一
一
月
二
八
日

(復
命
)
(
二
三
四
)

12

ハ
ワ

イ
方

面

司
令

官

よ
り
参

謀

総

長

宛

同

日

(復

命
)

(
二

三
四
)

13
陸
軍
省
よ
り

ハ
ワ
イ
軍
政
部
宛
同
日

(
破
壊
行
動
警
告

・
指
令
)
(
二
三
四
)

14
陸
軍
省

よ
り

ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
司
令

官
宛
同
日

(同
上
航
空
軍
関
係
)

(
二
三
五
)

15
西
部
防
管
衛
区
司
令
部
よ
り
参
諜
総
長

宛

同

日

(復

命
)
(
二
三
五
)

16
カ
リ

ブ
海
方
面
防
衛

司
令
官
よ
り
陸
軍
省
先
任
副
官
宛

一
一
月

二
九
日

(復
命
)
(
二
三
五
)

17

ハ
ワ
イ
軍
政
部

よ
り
陸
軍
省
先
任
副
官

一
一
月
二
九
日

(復
命
)
(
二
三
五
)

18
カ
リ
ブ
海
方
面
防
衛
司
令
官

よ
り
陸
軍
省
先
任
副
官
宛
同
日

(
復
命
)

(
二
三
六
)

19

ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
司
令
官
よ
り
陸
軍
航
空
軍
司
令
官
宛

一
二
月
四
日

(破
壊
活
動

防
止
に
付
き
復

命

お

よ

び
具

申
…
…

一
二

・
一

〇
受
信
)

(
二
三
六
)

20
参
謀
本
部
G
2
よ
り
G
2

ハ
ワ
イ
局
本
部
次
長
宛

一
二
月
五
日

(
日
本

の
気
象
放
送
に

つ
い
て
)

(
二
三

七
)

21
参
謀
総
長
よ
り

ハ
ワ
イ
方
面
陸
軍
司
令
官
宛

一
二
月
七
日

(
日
本
側
よ
り
通
告
時
刻

の
指
定
を
受
け
た
…
…
)

(
二
三
七
)

四

作

戦
部

長

指

令

一

ス
タ
ー
ク
、

リ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
両
提
督
間

の
書
簡
集

１

ス
タ
ー
ク
よ
り

チ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
宛

一
九
四
〇
年
五
月
七
日

(
太
平
洋
艦
隊

の

ハ
ワ
イ
進
出
な
ど
に
つ

い
て
)

(
二
三

八
)

２

リ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四
〇
年
五
月

一
三
日

(世
界
情
勢

の
見
積
り
な
ど
に
つ
い
て
)
(
二
三

九
)

３
ス
タ

ー

ク
よ
り
リ
チ

ャ
ー
ド
宛

一
九
四
〇
年

五
月
二
二
日

(
艦
隊
作
戦
計
画

の
準
備
な
ど
に

つ
い
て
)
(
二
四
〇
)

４
リ
チ

ャ
ー

ド

ソ

ン

よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九

四
〇
年
五
月

二
二
日

(艦
隊

の

ハ
ワ
イ
進
出
目
的

の
照
会
な
ど
)
(
二
四

一
)

５
ス
タ
ー
ク
よ

り

リ

チ

ャ

ー
ド

ソ
ン
宛

一
九
四
〇
年
五
月

二
七
日

(艦
隊

の
ハ
ワ
イ
進
出

の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
)

(
二
四
三
)

６
ス
タ

ー
ク

よ
り

リ

チ
ャ

ー
ド
ソ
ン
宛

一
九
四
〇
年
六
月
二
二
日

(
艦
隊

の
有
事
即
応
態
勢
な
ど
に

つ
い
て
)
(
二
四
六
)

７
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
よ

り

ス
タ



ー
ク
宛

一
九
四
〇
年
六
月

二
二
日

(
ハ
ワ
イ
陸
軍
部
隊
の
警
戒
態
勢

に
つ
い
て
)

(
二
四
七
)

８
リ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
よ
り

ス
タ

ー

ク
宛

一
九
四
〇
年
九
月

一
八
日

(
ノ

ッ
ク
ス
海
軍
長
官
の
艦
隊
視
察

に
つ
い
て
)

(
二
四
九
)

９

ス
タ
ー
ク
よ
り
リ
チ

ャ
ー

ド

ソ

ン
宛

一
九
四
〇
年

一
〇
月

一
日

(情
勢
見
積
り
な
ど
に
つ
い
て
)
(
二
五
三
)

10
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九

四
〇

年

一
〇

月
九

日

(
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
大
統
領
と

の
会
談
要
旨
)

(
二
五
四
)

11
リ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
か
ら

ス
タ
ー
ク
宛

一
九

四
〇
年

一

〇
月
二
二
日

(現
在

の
国
際
情
勢
か
ら
見

た
艦
隊

の
地
位
と
準
備
)
(
二
五
四
)

12

ス
タ
ー
ク
よ
り
リ
チ

ャ
ー
ド

ソ
ン
宛

一
九

四
〇

年

一
一
月

一
二
日

(
国
際
情
勢

の
見
積
り
な
ど
に

つ
い
て
)

(
二
五
八
)

13

ス
タ
ー
ク
よ
り
リ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
宛

一
九

四
〇

年

一

一
月
二
二
日

(
真
珠
湾
在
泊
艦
船

の
対
空
防
禦
に

つ
い
て
)

(
二
五
九
)

14
リ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九

四
〇

年

一

一
月
二
八
日

(
艦
隊

の
安
全
対
策
な
ど
に

つ
い
て
)
(
二
六
〇
)

15

ス
タ
ー
ク
よ
り
リ
チ

ャ
ー
ド
ソ
ン
宛

一
九

四
〇
年

一
二

月

一

七
日

(海
軍
基
本
戦
争
計
画
に
つ
い
て
)
(
二
六
三
)

16

ス
タ

ー
ク
よ
り

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
宛

一
九
四
〇
年

一
二
月
二
三

日

(
艦

隊

の
安
全
手
段
な
ど
に
つ
い
て
)
(
二
六
三
)

17
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

一
月
七
日

(
奇
襲
攻

撃

に
対

す
る
艦
隊

の
安
全
に
つ
い
て
)
(
二
六
六
)

18
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

一
月
二
五
日

(
太
平

洋

艦

隊

の

作
戦
計
画

に
つ
い
て
)
(
二
六
七
)

二

ス
タ
ー
ク
、

キ
メ
ル
両
提
督
間

の
書
簡
集

１
キ
メ

ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

一
月

二
七
日

(真
珠
湾
防
御
陸
軍
部
隊

の
装
備

の
欠
陥

な
ど
に

つ
い

て
)
(
二
七

〇
)

２

ス
タ
ー
ク
よ
り
キ
メ
ル
宛

一
九
四

一
年

二
月

一
〇
日

(太
平
洋
艦
隊

の
作
戦
計
画
に
つ
い
て
)
(
二
七

一
)

３
キ

メ
ル
よ

り

ス

タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年
二
月

一
八
日

(
艦
隊

の
現
状
な
ど
に
つ
い
て
)

(
二
七
二
)

４
ス
タ
ー
ク
よ
り
キ

メ
ル
宛

一
九

四

一
年

二

月
二
五
日
艦
隊
作
戦
計
画
作
成
時

の
希
望
な
ど
に
つ
い
て
)
(
二
七
六
)

５
ス
タ
ー
ク
よ
り
キ
メ
ル
宛

一
九
四

一
年
四
月

一
九

日

(
日
本
を
牽
制
す
る
艦
隊
兵
力

の
行
動
な
ど
に
つ
い
て
)
(
二
八
〇
)

６
キ
メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年
四
月
二
二
日

(艦

隊
乗
員

の
整
備
に

つ
い
て
)

(
二
八
二
)

７
ス
タ

ー
ク
よ
り
キ

メ
ル
宛

一
九
四

一
年
四
月
二
六

日

(
艦
隊
の

一
部
兵
力

の
大

西
洋

移
動
に

つ
い
て
)
(
二
八
二
)

８
キ
メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

五
月
五
日

(海
軍
長
官
の
艦
隊
視
察
な
ど

に

つ
い

て
)

(
二
八
三
)

９
キ

メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

五
月

一
六
日

(
弾
薬
補
給
の
促
進

に
つ
い
て
)
(
二

八

四
)

10
キ

メ
ル

よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年
五
月

二
六
日

(
艦
隊

の
現
状
に
つ
い
て
)

(
二
八
五
)

11
キ
メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九

四

一
年

六
月
四
日

(
ハ
ワ
イ
陸
海
軍
航
空
部
隊
間

の
協
定

に
つ
い
て
)
(
二
九
三
)

12
キ

メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

七
月

二
六

日

(
海
軍
次
官

の
艦
隊
視
察
に

つ
い
て
)
(
二
九

四
)

13
キ
メ
ル
よ
り
ス
タ

ー
ク
宛

一
九
四

一
年
七
月
三
〇
日

(
ソ
連
極

東

領

へ



の
飛
行
機
輸
送

に
空
母

の
使
用

に
つ
い
て
)
(
二
九
七
)

14

ス
タ
ー
ク
よ
り
キ
メ
ル
宛

(
ペ

ン
シ
ル
ベ

ニ
ア
艦
長

ク

ッ
ク
大

佐
宛

の

「
写
し
」
)

一
九

四

一
年
七
月
三

一
日

(
独
ソ
戦

の
開
始

に
伴
う
日
本

の
動
向
な
ど
に

つ
い
て
)
(
二
九
八
)

15
キ
メ
ル
よ
り

ス

タ
ー
ク
宛

一
九

四

一
年
八
月

一
二
日

(
レ
ー
ダ
ー
の
重
要
性

に
つ
い
て
)
(
三
〇
〇
)

16
ス
タ
ー
ク
よ
り
キ
メ
ル
宛

一
九

四

一
年

八
月

一
九
日

(太
平
洋
戦
争

の
準
備

の
優
先
順
位
な
ど
に

つ
い
て
)

(
三
〇

二
)

17
キ

メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九

四

一
年

八

月

二
六
日

(艦
隊
航
空
関
係
要
員

の
急
速
補
充
に

つ
い
て
)
(
三
〇
九
)

18
キ
メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

八
月

二
六
日

(艦

隊
乗
員

の
急
速
充
員
に
つ
い
て
)

(三

一
〇
)

19
キ
メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年
九
月

一
二
日

(
太
平
洋
艦
隊

の
強

化

な

ど
に

つ
い
て
)
(
三

一
一
)

20

ス
タ
ー
ク
よ
り
キ
メ
ル
宛

一
九

四

一
年

九
月
二
三

日

(
日
本
の
動
向
と
太
平
洋
艦
隊

の
作

戦
方

針

な
ど
に
つ
い
て
)

(
三

一
三
)

21

ス
タ
ー
ク
よ
り
キ
メ
ル
宛

一
九
四

一
年

一
〇
月

一
七
日

(東
條
内
閣
の
成
立
と
日
本

の
動
向

に

つ
い
て
)
(
三

一
四
)

22
キ
メ
ル
よ
り
ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

一
〇
月
二
二
日

(
日
本

の
内
閣
交
替
で
実
施
し
た
艦
隊

の
警
戒
配

備
な
ど
に
つ
い
て
)
(
三

一
七
)

23
キ

メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

一
〇
月

二
九
日

(
日
本

の
対
ソ
攻
撃

の
可
能
性

に
つ
い

て
)
(
三

一
九
)

24
キ
メ
ル
よ
り
ス
タ

ー
ク
宛

一
九
四

一
年

一
一
月
六

日

(
南
洋
群
島

に
お
け
る
日
本
軍

の
動
静

な
ど
に

つ
い
て
)

(三

一
九
)

25
ス
タ
ー
ク
よ
り
キ
メ
ル
宛

一
九
四

一
年

一
一
月
七
日

(
艦
隊

の
増
強

に
つ
い
て
)

(三

二
〇
)

26

ス
タ
ー
ク
よ
り

キ
メ
ル
宛

一
九

四

一
年

一
一
月

一
四
日

(
極
東
情
勢

の
見
積
り
な
ど
に
つ
い
て
)

(
三
二

一
)

27
キ
メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

一
一
月

一
五
日

(太
平
洋
艦
隊
の
要
求
実
現
に

つ
い
て
)

(
三
二
五
)

28

ス
タ
ー
ク
よ
り
キ
メ
ル
宛

一
九
四

一
年

一
一
月
二
五

日

(
艦
隊
要
求

の
実
現

困
難
な
事
情
に
つ
い
て
)

(
三
二
六
)

29
キ
メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

一
二
月
二
日

(
離
島
基
地

の
強

化
状
況
な
ど
に

つ
い
て
)
(
三
二
八
)

30

キ
メ
ル
よ
り

ス
タ
ー
ク
宛

一
九
四

一
年

一
二
月

一
二
日

(
日
本
軍

の
真
珠
湾
攻
撃
に

つ
い
て
)
(
三
三
二
)

三

ス
タ
ー
ク
、

ハ
ー
ト
両
提
督
間

の
書
簡
集

１

ス
タ
ー
ク
よ
り

ハ
ー
ト
宛

一
九
四
〇
年

一
〇
月
二
二
日

(
米
人
婦
女
子

の
引
揚
げ
な
ど
に
つ
い
て
)
(
三
三
四
)

２

ス
タ

ー

ク

よ
り

ハ
ー
ト
宛

一
九

四
〇
年

一
一
月

一
二
日

(極
東
情
勢
に
つ
い
て
)
(
三
三
四
)

３
ス
タ
ー
ク
よ
り

ハ
ー
ト
宛

一
九

四

一
年

九

月
二
二
日

(
大
西
洋
お
よ
び
極
東
情
勢

に
つ
い
て
)
(
三
三
六
)

４

ス
タ
ー
ク
よ
り

ハ
ー
ト
宛

一
九
四

一
年

一
一
月

八

日

(
中
国

か
ら
海
兵
隊

の
引
揚
げ
な
ど
に

つ
い
て
)
(
三
三
九
)

四

ク
ラ
地

峡
警
戒
警
報
に
関
す
る
海
軍
至
急
電

１
第

一
四
海
軍
区
司
令
官
よ
り
海
軍
作
戦
部
宛

一
九
四

一
年

一
一
月
二
八
日

(
日
本
軍

の
行
動
に
関

す

る
情

報
)

(
三
四
〇
)

２



海

軍
作
戦
部
よ
り
ア
ジ

ア
艦
隊
司
令
長
官
宛
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官

に
通
報

一
九
四

一
年

一
一
月
三
〇
日

(
日
本
軍

の
行
動
確
認
に

つ
い
て
)
(
三
四
〇
)

３
ア
ジ

ア
艦
隊
司
令
長
官
よ
り
海
軍
作
戦
部
宛

一
九
四

一
年

一
一
月
三
〇

日

(航
空
偵
察

の
結

果

に

つ

い

て
)
(
三
四
〇
)

４
ア
ジ

ア
艦
隊
司
令
長
官
よ
り
海
軍
作
戦
部
宛

一
九
四

一
年

一
二
月

一
日

(
航
空

偵
察

の
結
果
に

つ
い
て
)
(
三

四
〇
)

５
ア
ジ
ア
艦
隊
司
令
長
官

よ
り
海
軍
作
戦
部
宛
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官
通
報

一
九
四

一
年

一
二
月

一
日

(航
空
偵
察

の
結

果

に
つ
い
て
)
(
三
四
〇
)

６

ア
ジ
ア
艦
隊
司
令
長
官
よ
り
海
軍
作
戦
部
宛
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官
通
報

一
九
四

一
年

一
二
月
二
日

(航
空
偵
察
の
結
果
に

つ
い
て
)

(
三
四

一
)

７
ア
ジ
ア
艦
隊
司
令
長
官
よ
り
中
国
派
遣
米
軍
司
令
官
宛
海
軍
作
戦
部
通
報

一
九
四

一
年

一
二
月
二
日

(航
空
偵
察

の
結
果
に

つ
い
て
)

(
三
四

一
)

８
ア
ジ
ア
艦
隊
司
令
長
官
よ
り
海
軍
作
戦
部
宛

一
九

四

一
年

一

二
月
三
日

(航
空
偵
察

の
結
果
に

つ
い
て
)
(
三
四

一
)

９

ア
ジ
ア
艦
隊
司
令
長
官

よ
り
海
軍
作
戦
部
宛

一
九
四

一
年

一
二
月
四
日

(
航
空
偵
察

の
結
果
に
つ
い
て
)
(
三
四

一
)

五

蘭

印
警
戒
警
報

に
関
す
る
海
軍

至
急
電

１
海
軍
作
戦
部
よ
り

ア
ジ

ア
艦
隊
、
太
平
洋
艦
隊
宛

一
九
四

一
年

一
一
月
二

一
日

(
日
本
軍
部
隊
の
パ
ラ
オ
付
近
集
結
情
報
に

つ
い

て
)
(
三
四

一
)

２
ア
ジ
ア
艦
隊

司
令
長
官
よ
り
海
軍
作
戦
部
宛

一
九
四

一
年

一
一
月
二
二
日

(
日
本
軍
部
隊
の
パ
ラ
オ
付

近
集
結

情
報

の
確
度
に
つ
い
て
)

(
三
四

一
)

３
ロ
ン
ド

ン
駐
在
米
海
軍
特
別

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
よ
り
海

軍
作
戦
部
宛

一
九

四

一
年

一
一
月

二

二

日

(
日
本
軍
部
隊

の
パ
ラ
オ
付
近
集
結
情
報
の
確
度
に
関
す

る
オ
ラ
ン
ダ

の
要
望
)
(
三
四
二
)

４
海
軍
作
戦
部
長
よ
り

ロ
ン
ド

ン
駐
在
海
軍
特
別
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
宛

一
九

四

一
年

一
一
月
二
三

日

(
オ
ラ
ン
ダ

の
要
望
に
対
す
る
回
答
)

(
三
四

二
)

５

ア
ジ

ア

艦
隊
司
令

長
官

よ
り
海
軍
作
戦
部
宛
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官
通
報

一
九
四

一
年

一
一
月
二
三
日

(
日
本
軍
部
隊

の
パ
ラ
オ
付
近
集
結

情
報
に
関
す
る
判
断
)
(
三
四
三
)

６
海
軍
作
戦
部
よ
り

ロ
ン
ド
ン
駐
在
海
軍
特
別
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
宛

一
九
四

一
年

一
一
月

二
四

日

(
日
本
軍
部
隊

の
パ
ラ
オ
付
近
集
結
情
報

に
関
す
る
見
解
)
(
三
四
三
)

７
ア
ジ
ア
艦
隊
司
令
長
官
よ
り
海
軍
作
戦

部

宛

太
平

洋
艦
隊
司
令
長
官
通
報

一
九

四

一
年

一
一
月
二
五
日

(
パ
ラ
オ
付
近
集
結
情
報

の
情
報
源

に
つ
い
て
)

(
三

四
三
)

８
ロ

ン
ド

ン

駐
在
海
軍
特
別

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
よ
り
海
軍
作
戦
部
宛

一
九
四

一
年

一
二
月
三

日

(
こ
の
情
報

に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
政
府

の
計
画
に

つ

い
て
)
(
二
四
四
)

９
海
軍
作
戦
部
長
よ
り

ロ
ン
ド
ン
駐
在
米
海
軍
特
別
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
宛

一
九
四

一
年

一
二
月

五

日

(
オ

ラ
ン

ダ
政
府

の
計
画

に
関
す
る
見
解
)
(
三
四
五
)



五

参

謀

総
長

指

令

一

マ
ー
シ
ャ
ル
、

シ

ョ
ー
ト
両
将
軍

の
交
換
書
簡

(
一
九

四

一
年

二
月
七
日
～

一
〇
月
二
八
日
)

１
参
謀
総
長
陸
軍
大
将
G

・
C

・
マ
ー

シ
ャ
ル
よ
り

ハ
ワ
イ
方
面
陸

軍
司
令
官
陸
軍
中
将
W

・
C

・
シ

ョ
ー
ト
宛
、

二
月

七

日
付

(海
軍
施
設
防
護

を
め
ぐ
り
海
軍

と
の
関
係
及
び
キ
メ
ル
大
将

の
人
柄
等

に
つ
い
て
注
意
と
説
明
)

(
三
四
六
)

２

シ

ョ
ー

ト
中

将
よ
り

マ
ー
シ

ャ
ル
大
将
宛
、
二
月

一
九

日
付

(海
軍
と
の
協
力
、
防

空
改
善
等
全
般

に
わ
た
る
所
見
具

申
)
(
三

四
八
)

３
参

謀
総
長
よ
り
シ

ョ
ー
ト
司
令
官
宛
、
三
月
五
日
付

(
防
空
優
先
を
示
唆
)

(
三
五

二
)

４
シ

ョ
ー
ト
司
令
官

よ
り
参
謀

総

長
宛

三

月
六
日
付

(見
張
用
電
探

の
優
先
装
備
を
具
申
)
(
三
五
二
)

５
参
媒
総
長

よ
リ

シ
ョ
ー
ト
司
令

官
宛

三
月

一
三

日
付

(
カ

ネ

オ

ヘ
防
備
強
化

に
同
意
)

(
三
五
三
)

６
参
謀
総
長
よ
り

シ
ョ
ー
ト
司
令
官
宛
三
月

一
五
日
付

(電
探
敷
地

に
付
き
内
務

省

と
交

渉

中
)
(
三
五
四
)

７

シ
ョ
ー
ト
司
令
官

よ
り
参
謀
総
長
宛
三
月

一
五
日
付

(
ハ
ワ
イ
軍
管
区
内
防
空
事
情

の
概
況
)

(三
五
四
)

８
参
謀
総
長
よ
り

シ
ョ
ー
ト
司
令

官
宛

三
月

二
八
日
付

(新
飛
行
場
計
画
等
を
承
認
)

(
三
五
五
)

９
シ

ョ
ー
ト
司
令

官

よ

り
参

謀
総
長
宛
四
月

一
四
日
付

(陸
戦
用
拠
点
陣
地
用
地

の
借

上
げ
要
望
)

(
三
五
六
)

10
シ

ョ
ー
ト
司
令
官

よ
り
参
謀
総

長

宛

五
月

二
日
付

(飛
行
場
建
設
予
算

の
追

加
を
要
請
)
(
三
五
六
)

11
シ

ョ
ー
ト
司
令
官
よ
り
参
謀
総
長

宛
五
月

二
日
付

(概

算

に

て
予

算
配
分
方
を
要
請
)
(
三
五
六
)

12
参
謀
総
長

よ
り

シ
ョ
ー
ト
司
令
官
宛

五
月
五
日
付

(
拠
点
陣
地
用
地
借

上
げ

の
件
承
認
)

(
三

五
七
)

13

ハ
ワ
イ
軍
管
区
司
令
部
よ
り
陸

軍
省

エ
モ
ン
ズ
中
将
宛
覚
書
、

五
月

一
五
日
付

(
諸
案
件

に
付
き
事

務
連

絡
)

(
三

五

七
)

14
シ

ョ
ー
ト
司
令
官
よ
り
参

謀
総
長
宛
五
月
二
九

日
付

(防
備
演
習

の
概
要
報
告
)
(
三
五
八
)

15
参
謀
総

長

よ
り

シ
ョ

ー
ト
司
令
官
宛
七
月
三
日
付

(
レ
ク
リ

エ
ー
シ

ョ
ン
施
設
案
却
下
)

(
三
五
九
)

16
シ

ョ
ー
ト
司
令
官
よ
り
参
謀
総

長
宛

七
月

一

一
日
付

(新
飛
行
場
用
地

に
キ
パ
パ
を
進
言
)
(
三
五
九
)

17

シ

ョ
ー
ト
司
令
官
よ
り
参
謀
総
長

宛
七
月
二
五

日
付

(航

空

の
件

で
海

軍
と
の
協
力
進
展
)

(三
六
〇
)

1
8
参
謀
総
長
よ
り
シ

ョ
ー
ト
司
令
官
宛
八
月

一
九

日
付

(新
迎
撃
機
基
地
と
し

て

キ
パ

パ

却
下
、

カ
フ
ク

・
ポ
イ

ン
ト
を
指
定
の
説
明
)
(
三
六
〇
)

19
参

謀
総
長

よ
り

シ
ョ
ー
ト
司
令
官
宛

一
〇
月

一
〇

日
付

(
軍

管
区

標
準
作
戦
要
領
中
、
航
空
隊

の
負
担

過
大
な
り
と
指
摘
)
(
三
六
〇
)

20
シ

ョ
ー
ト
司
令
官
よ
り
参

謀
総
長
宛

一
〇
月

一
四

日
付

(
航
空
隊
員

に
対
す
る
陸
戦
任
務
配
分

の
真
意
を
説
明
)

(三
六

一
)

21
参
謀
総
長
よ
り
シ

ョ
ー
ト
司
令

官
宛

一
〇

月

二

八
日
付

(
右
諒

承
、
但
、
整
備
要
員

の
多
忙
化
を
予
想
)
(
三
六

一
)

二

ハ
ワ
イ
防
衛

に
関
す
る

マ
ー
シ

ャ
ル

「
覚
書
」
(
オ
ア
フ
島

は
世
界
最
強
の
要
塞
…
…
)

(
三
六
二
)



三

マ
ー
シ

ャ
ル
の
地
上
兵
力
に
関
す

る

「
覚
書
」
(
主
と
し
て
、
米
地
上
兵
力

圧
縮
に
よ
る
対
英
武
器
援
助
増
大
構
想

に
対

す

る

批
判
)
(
三
六
二
)

四

ハ
ワ
イ
、
パ
ナ

マ
に
対

す
る
警
報

(
一
九
四
〇
年
六
月

一
七
日
)

に
つ
い
て

１
退
役
陸
軍
少
将
G

・
V

・
ス
ト

ロ
ン
グ
よ
り

マ
ー
シ

ャ
ル
大
将
宛

「
覚
書
」

一
九
四
五
年

一
二
月

五
日
付

(
ハ
ワ
イ

・
パ
ナ

マ
向

け
警
報
発
令

に
至

っ
た
当
時

の
情
勢
と
経
緯

に
付
て
)
(
三
六
七
)

２
参
謀
総
長
室

に
於
け
る

一
九

四
〇
年
六
月

一
七

日
会
議

の

要
点

(
フ
ラ
ン
ス
崩
壊
後
に
於

け
る
大
西
洋
お
よ
び

ハ
ワ
イ
方
面

の
情
勢
研
究
お
よ
び
防
備
問
題
等

に
つ
い
て
)

(
三
六
九
)

六

日

本

外
交

電

報

第

一
部

東
京
と
駐
米
大
使
館

間
の
外
交
電
報

○
…
…
米
側

『真
珠
湾
攻
撃
記
録
」
(Ａ
)
と
昭
和
二

一
年
二
月
外
務
省
編
纂

『外
交
資

料
=
日
米
交
渉
記
録
の
部
』
(
Ｂ
)
の
双
方
に
記
述
し
て
あ
る
も
の
。

△
…
…
Ａ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
(
Ｂ
)
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
も
の
。

*
…
…
Ｂ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
(
Ａ
)
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
も
の
。

一

第
二
次
近
衛
内
閣
時
代

(
一
九
四

一
年

七
月
二
日
―
―
七
月

一
七
日
)

△

１
七
月
二
日
東
京
回
章

一
三
九
〇

(御
前
会
議
決
定
事
項

の
要
旨
)

(
三
七

一
)

二

第

三
次
近
衛
内
閣
時
代

(
上
)

(
七
月

一
八
日
―
―
九
月
五
日
)

△
２
七
月
二

一
日
来
電

五
四
五

(
若
杉

・
ウ

ェ
ル
ズ
会
談
)
(
三
七
二
)

○

３
七
月
二
三
日
往
電
三
九
七

(
交
渉

の
継
続
)
(
三
七

三
)

*
４
七
月
二
三
日
来
電
五
五
〇

(
情
勢
報
告
)
(
三
七
四
)

△
５
七
月
二
三
日
来
電
五
五
五

(野

村

・
ウ

ェ
ル
ズ

会
談
)

(
三
七
四
)
△

６
七
月
二
四

日
往
電
四
〇

六

(
在
米
日
本
資
産

の
凍
結
)
(
三
七
五
)

*
７
七
月
二
四
日
来
電

五
六

六

(
野

村

・

ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
会
談
)

(三
七
六
)

△
８
七
月
二
六
日
東
京
回
章

一
六

一
六

(
中
国
に
お
け
る
在
米
財
産

の
処
理
)
(
三
七
六
)

*
９
七
月
二
七

日
来
電

(
番
号
な
し
)

(野
村

・
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
会
談

の
群
細
)
(
三
七
六
)

△
10
七
月
二
七

日
東
京
回
章

一
六
二

二

(
英
米

の
日
本
資
産
凍
結

に
対
す
る
対
抗
措
置
)
(
三
七
八
)

△
11
七
月
三
〇
日
来
電
六
〇
九

(米
艦

「
ツ
ツ
イ

ラ
」
撃
爆

事

件
)

(
三
七

八
)

△
12
七
月
三

一
日
往
電
四
三
三

(
日
本
政
府

の
方
針
)
(
三
七
八
)

*
13
八
月
四
日
来
電
六
四
五

(来
栖
大
使

の
派
遣
要
請
)
(
三
八
〇
)

○
14
八
月
五
日
往
電
四
四
七

(
わ
が
提
案

に
関
す

る
訓
令
)

(
三
八
〇
)

*
15
八
月
五
日
来
電
六
五



二

(若
杉

・
ウ

ェ
ル
ズ
会
談
)

(
三
八
二
)

*
16
八
月
五

日
往
電
四
四
八

(
わ
が
方

の
提
案
)
(
三
八
三
)

*
17
八
月
六
日
来
電

六
五
九

(
野
村

・
ハ
ル
会
談
)
(
三
八
四
)

○

18
八
月
七
日
往
電
四
五
二

(
日
米
首
脳
会
談

の
申
入
れ
)

(
三
八
五
)

○

19
八
月

七
日
来
電
六
六
三

(
情
勢
報
告
)
(
三
八
六
)

*
20
八
月
八
日
来
電
六
七

一

(
米
側
回
答
提
示

の
件
)

(
三
八
七
)

*
21
八
月
八

日
来
電
六
七
二

(米
側
回
答
)

(
三
八
七
)

○

22
八
月
九
日
来
電
六
七
四

(首
脳
会
談
に

つ
い

て
)
(
三

八

八
)

*
23
八

月

一

二
日
往
電
四
七
〇

(
首
脳
会
談

に
つ
い
て
)

(
三
八
九
)

*
24
八
月

一
五
日
往
電
四
七
〇

(
首
脳
会
談
に

つ
い
て
)

(
三
八
九
)

○

25
八
月

一
六
日
来
電
七
〇
三

(
首
脳
会
談

の
見
通
し
)
(
三
八
九
)

*
26
八
月

一
七
日
来
電
七
〇

五

(野
村

・
ハ
ル
会
談
)
(
三

九
〇
)

*
27
八
月

一
八
日
来
電
七
〇
七

(武
力
進
出
に
対
す
る
米
側
警
告
)
(
三
九

一
)

*
28
八
月

一
八
日
来

電

七
〇

八

(首

脳
会
談
提
案

に
関
す
る
米
側
回
答
)

(
三
九

二
)

*
29
八
月

一
八
日
来
電
七
〇
九

(野
村

・
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
会
談
)
(
三
九
四
)

*
30
八
月

一
八
日
来
電
七

一
三

(
野
村
大
使

の
意
見
具
申
)
(
三
九
五
)

*
31
八
月

一
九

日
来
電
七

一
九

(首

脳
会
談
に
つ
い
て
)

(
三
九
六
)

△
32
八
月
二
〇
日
往
電

四
八
七

(
わ
が
対

ソ
態
度
に
つ
い
て
)

(
三
九
七
)

*
33
八
月
二

一
日
来

電

七

二
三

(
わ

が
回
答
案
の
申
達
)
(
三
九
八
)

△
34
八
月
二
三

日
往
電

四
九
七

(米
英

の
凍
結
令
実
施
状

況
に
関
す
る
西
山
財
務
官
報
)
(
三
九

八
)

*
35
八
月
二
六
日
往
電
五
〇

一

(近
衛

メ

ッ
セ
ー
ジ

の
発
出
)
(
三
九
九
)

*
36
八
月
二
六

日
往
電
五
〇

二

(
近
衛

メ
ッ

セ
ー
ジ
)

(三
九
九
)

*
37
八
月
二
六

日
往
電
五
〇
三

(
わ
が
方

の
回
答
)
(
三
九
九
)

○
38
八
月
二
六
日
往
電

五
〇
四

(
対
米

回
答
提
出

の
訓
令
)
(
四
〇

二
)

△
39
八
月
二
六

日
往
電

五
〇
五

(対

ソ
石
油
輸
送
に
関
す
る
対
米
抗
議
)
(
四
〇

二
)

*
40
八

月
二
七
日
来
電
七
四
八

(対
米
回
答

の
提
出
)
(
四
〇
三
)

*
41
八
月
二
八

日
往
電

五
〇
九

(
わ
が
提
案

の
説
明
)
(
四
〇

三
)

*
42
八
月

二
八
日
来
電
七
五
二

(野
村

・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
会
談
)
(
四
〇
四
)

○
43
八
月
二
九

日
来
電

七

五
六

(野

村

・
ハ

ル
会

談
)
(
四
〇

五
)

*
44
九
月
二
日
来
電

七
六
二

(
野
村

・
ハ
ル
会
談
)
(
四
〇
六
)

*
45
九
月
三
日
来
電
七
七
八

(
野
村

・
ル
ー

ズ
ベ

ル
ト
会
談
)

(
四
〇

七
)

○

46
九
月
三
日
往
電
五
二
四

(首
脳
会
談

の
促
進
に
つ
い
て
)

(
四
〇
七
)

○

47
九
月
四
日
往
電

五
二
八

(
わ
が
提
案
提
出

の
訓
令
)

(
四
〇

八
)

*
48
九
月
四
日
往
電

五
二
九

(
わ
が
提
案
)

(
四
〇
九
)

*
49
九
月
四
日
来
電

七
八
二

(
野
村

・
ハ
ル
会
談
)

(
四

一
〇
)

*
50
九
月
五
日
往
電

五
三
三

(
わ
が
提
案
に

つ
い
て
)
(
四

一
〇
)

三

第
三
次
近
衛
内
閣
時
代

(
下
)
(
九
月
六
日
―
―

一
〇
月

一
七

日
)

*
51
九
月
六
日
来
電

七
八
八

(
わ
が
提
案

の
提
出
)

(四

一
一
)

*
52
九
月
八
日
来
電
七
九

一

(
情
勢
報
告
)

(
四

一
一
)

*
53

九
月

一
〇

日
来
電
七
九
八

(野
村

・
ハ
ル
会
談
)
(
四

一
二
)

*
54
九
月

一
一
日
来
電

八

一
〇

(
駐
兵
問
題
に

つ
い
て
)
(
四

一
二
)

*
55
九
月

一
三
日
往
電
五
六
〇

(
わ
が
提
案
趣
旨

の
説
明
)

(
四

一
三
)

○

56
九
月

一
五
日
来
電
八

一
九

(
わ
が
回
答

に
関

す

る



見
解
)
(
四

一
四
)

△
57
九
月

一
七
日
来
電

八
二
三

(撤
兵

と
駐
兵
問
題
に

つ
い
て
)

(
四

一
五
)

*
58
九
月
二
〇
日
来
電

八
三

八

(
野
村

・
ハ
ル
会
談
)
(
四

一
六
)

*
59
九
月

二
二
日
往
電

五
九
〇

(
日
中
和
平
基
礎
条
件
)
(
四

一
七
)

△
60
九
月
二
二
日

来
電

八
三
九

(米
世
論

の
動
向
)
(
四

一
七
)

〇

61
九
月
二
三
日
来
電
八
四
二

(
日
中
和
平
基
礎
条
件
の
申
入
れ
)
(
四

一
九
)

△

62
九
月
二
六
日
往
電
五
九

七

(
交
渉
に
関
す

る
注
意
)
(
四
二
〇
)

〇
63
九
月
二
七
日
往
電
六
〇
四

(駐

日
米
大
使

へ
の
申

入

れ
)

(
四
二

一
)

〇

64
九
月
二
七
日
往
電
六
〇

五

(駐

日
米
大
使

へ
の
申
入
れ
要
旨
)
(
四
二

一
)

〇
65
九
月
二
七
日
来

電

八
六

五

(
わ
が
提
案
に
関
す
る
意
見
具
申
)
(
四
二
三
)

66
九
月
二
八
日
往
電
六
〇

六

(
駐
日
米
大
使

と
の
会
談
)

(
四
二
六
)

△
67
九

月

二
九
日
来
電

八
六
七

(野
村

・
ハ
ル
会
談
)
(
四
二
七
)

△
68
九
月
二
九
日
来
電
八
七
〇

(
井

口
参
事
官

の
日
米
交

渉

に
関

す

る
所
見
)
(
四
二
七
)

〇
69
九
月
三
〇
日
往
電
六

一
四

(
わ
が
提
案

の
説
明
)

(
四
二
九
)

△

70
九
月
三
〇

日
来
電
八
八

一

(
野

村

・
ス
タ
ー
ク
提
督
会
談
)
(
四
三

一
)

〇
71

一
〇
月

一
日
往
電
六

一
八

(
わ
が
提
案

の
説
明
)
(
四
三

一
)

△
72

一
〇
月

二
日

往

電
六
二
五

(
近
衛
内
閣
危
機
情
勢

の
否
定
)
(
四
三
四
)

〇

73

一
〇
月
二
日
来
電
八
八
九

(
野
村

・
ハ
ル
会
談
)
(
四
三
四
)

〇

74

一
〇
月
三
日
往
電

六
二
七

(駐

日
英
大
使
と
の
会
談
)
(
四
三
四
)

〇
75

一
〇
月
三
日
往
電
六
二
八

(駐

日
英
大
使

の
意
見
)

(
四
三
五
)

〇
76

一
〇
月
三
日
来
電

八
九
四

(情
勢
報
告
)

(
四
三
五
)

〇
77

一
〇
月
四
日
往
電
六
三
七

(米
側
意
向

の
打
診
)

(
四
三
七
)

*
78

一
〇
月
六
日
往
電

(
番
号
な
し
)

(わ
が
方

の
趣
旨
徹
底
に

つ
い
て
)
(
四
三
八
)

〇
79

一
〇
月
七
日
往
電
六

四
三

(駐

日
米
大
使
と
の
会
談
)
(
四
三
九
)

△
80

一
〇
月
八
日
来
電
九
〇
七

(首
脳
会
談
促
進

に
関
す
る
見
解
)
(
四
四

一
)

〇

81

一
〇

月
九

日
来
電
九

一
五

(
野
村

・
ハ
ル
会
談
)

(
四
四

二
)

〇

82

一
〇
月
九

日
来
電
九

一
七

(
野
村

・
ハ
ミ
ル
ト

ン
会
談
)

(
四
四
三
)

△
83

一
〇
月

一
〇
日
往
電
電
六
五
〇

(首
脳
会
談

の
督
促
)
(
四
四
四
)

〇
84

一
〇
月

一
〇
日
来

電

九

二

三

(首

脳
会
談
に
関
す

る
観
測
)

(
四
四
四
)

〇

85

一
〇

月

一
二
日
往
電
六
五
四

(
駐
日
米
大
使
と

の
会
談
)
(
四
四
五
)

〇
86

一
〇
月

一
三
日
往
電
六
五
八

(
米
側

意
向

の
打
診
)

(
四
四
六
)

△
87

一
〇
月

一
三

日
往
電

六
六
二

(電
話
連
絡
用

の
隠
語
)
(
四
四
六
)

△
88

一
〇
月

一
三
日
往
電
六
六
三

(若
杉

・
ウ

ェ
ル
ズ
会
談

の
報
告
督
促
)
(
四
四
六
)

〇
89

一
〇
月

一
三
日
来

電

九

三

九

(若

杉

・
ウ

ェ
ル
ズ
会
談
要
旨
)
(
四
四
七
)

〇

90

一
〇
月

一
三
日
来
電
九
四

一

(
若
杉

・
ウ

ェ
ル
ズ

会

談

の
詳

細
)
(
四
四

八
)

△
91

一
〇
月

一
四
日
来
電
九
四
三

(野
村

・
タ
ー
ナ
ー
提
督
会
談
)
(
四
五

一
)

〇
92

一
〇
月

一
五
日
往
電
六

六

七

(
わ
が

方
の

意
向
)
(
四
五

一
)

△
93

一
〇
月

一
五
日
来
電
九

五
〇

(
撤
兵
問
題
に

つ
い
て
)
(
四
五
二
)

〇

94

一
〇
月

一
六
日
往
電
六
七

一

(
ド
イ

ツ
の
対
日
申
入
れ
)
(
四
五
三
)

〇
95

一
〇
月

一
六
日
往
電
六
七
二

(三
国
条
約

に
つ
い
て
)

(四
五
三
)

△
96

一
〇
月

一
六
日
来
電
九

五
九

(
寺
崎

・
タ
ー
ナ
ー
会
談
)
(
四
五
四
)

〇
97

一
〇

月

一
六
日
来
電
九
六
二

(若
杉

・
ハ
ル
会
談
)
(
四
五
五
)



〇

98

一
〇
月

一
七
日
往
電
六
八
二

(
内
閣
総
辞
職

に
つ
い
て
)
(
四
五
八
)

〇

99

一
〇
月

一
七
日
来
電
九

六
六

(若
杉

・
ハ
ル
、

ウ

ェ
ル
ズ
会
談
)
(
四
五
八
)

四
、
東
條
内
閣
時
代

(
一
〇
月

二
七
日
―
―

一
二
月
八
日
)

△
100

一
〇

月
八
日
来
電

(
番
号
な
し
)
(
一
時
帰
朝

の
請
願
)

(
四
六

一
)

△
101

一
〇
月

二
〇
日
来
電

(
番
号

な
し
)

(海

相

に

一

時
帰
朝

の
側
面
的
援
助
を
依
頼
)
(
四
六

一
)

〇

102

一
〇
月
二

一
日
往
電
六
九

八

(
交
渉
継
続
を
指

示
)
(
四
六
二
)

△
103

一
〇

月
二
二
日
来
電

(
番
号

な
し
)
(
一
時
帰
朝
を
重
ね
て
請
願
)
(
四
六
三
)

△
104

一
〇

月
二
三
日
往
電

(
番
号
な

し
)
(
留
任

の
慰

留
)

(
四
六

四
)

〇
105

一
〇
月
二
四
日
来
電
九
九
五

(
若
杉

・
ウ

ェ
ル
ズ
会
談
)
(
四
六
四
)

△

1
06

一
〇
月
二
五
日
往
電

七
〇
九

(
米
側

の
態
度
確
認
を
指
示
)
(
四
六
六
)

△
107

一
〇
月
二
七

日
来
電

一
〇
〇
四

(野
村

・
プ
ラ

ッ
ト
提
督
会
談
)

(
四
六
六
)

108

一
〇
月

二
九
日
来
電

一
〇
〇
八

(米
側

の
態
度

に
つ
い
て
)

(
四
六
七
)

△

109

一
〇
月
二
九
日
来
電

一
〇

一
〇

(
米

国
内

情
勢

に
つ
い
て
)
(
四
六
九
)

△
110

一
一
月

一
日
往
電
七
二

一

(米
国
案
に

つ
い
て
照
会
)
(
四
六
九
)

〇
111

一
一
月
二
日
往
電
七
二

二

(国
交
調
整
方
策

の
審
議
)
(
四
七
〇
)

〇

112

一
一
月

二
日
往
電
七
二
三

(
駐
日
米
英
大
使

と
会
見
)
(
四
七
〇
)

△
113

一
一

月
三
日
来
電

一
〇

二

一

(参
考
事
項
に

つ
い
て
請
訓
)

(
四
七

一
)

△
114

一
一
月
三
日
来
電

一
〇

二
五

(米
案
照
会

に
対

す

る
回

答
)
(
四
七

一
)

115

一
一
月
四
日
往
電

七
二
五

(最
終
訓
令

の
発
出
)
(
四
七
二
)

〇
116

一
一
月
四
日
往
電
七
二
六

(甲
案
と
そ

の
説
明
)
(
四
七
三
)

〇
117

一
一
月
四
日
往
電
七
二
七

(
乙
案

に
つ
い
て
)
(
四
七
五
)

〇

118

一
一
月
四
日
往
電
七
三
〇

(
来
栖

大
使

の
特
派
)

(四
七
六
)

〇

119

一
一
月
四
日
往
電
七
三

一

(
英
蘭
の
締
約
保
障

の
取
付
け
)
(
四
七
六
)

〇

120

一
一
月
五
日
往

電
七
三
二

(協
定
形
式
に
つ
い
て
)

(
四
七
七
)

〇

121

一
一
月
五
日
往
電
七
三
五

(
甲
案
提
出
を
指
示
)
(
四
七
七
)

〇
122

一
一

月
五
日
往
電
七
三
六

(
交
渉

の
期
限
に

つ
い
て
)
(
四
七
八
)

△
123

一
一
月
五
日
来
電

一
〇
三
七

(
大
統
領

と
の
会
談

に
つ
い
て
)

(
四
七
八
)

124

一
一
月

五
日
来
電

一
〇
四
〇

(新
聞

の
指
導
に

つ
い
て
)
(
四
七
九
)

〇

125

一
一
月
六
日
往
電

七

三
九

(
来
栖

大
使
派
遣
事
情

の
説
明
)
(
四
七
九
)

△

126

一
一
月
六
日
往
電

七
四
〇

(
自
衛
問
題
に

つ
い
て
)
(
四
八
〇
)

△
127

一
一
月
六
日

往
電

七
四

一

(米
大
統
領

と
の
会
談
に

つ
い
て
)
(
四
八
〇
)

△
128

一
一
月
六
日
来
電

一
〇

五

一

(
新
聞
記
事

の
取
締

に
つ
い
て
)

(
四
八
〇
)

△
129

一
一
月

七
日
来
電

一
〇

五
三

(新
聞

の
指
導
に

つ
い
て
)

(
四

八

一
)

△
130

一

一
月

七

日
来

電

一
〇

五
四

(米
側

に
甲
案
を
説
明
)

(四
八

一
)

〇
131

一
一
月
七
日
来
電

一
〇

五
五

(
野
村

・
ハ
ル
会
談
)
(
四
八

一
)

〇

132

一
一
月
九
日

往
電
七
五

一

(中
国
問
題

に
関
す
る

ハ
ル
提
案
に

つ
い
て
)

(
四
八
三
)

△
133

一
一
月
九
日
往
電
七
五
二

(新
聞
指
導

に
つ
い
て
)

(
四
八
三
)

134

一
一
月

一
〇

日
往
電
七
五
四

(
ハ
ル
提
案

の
利
用

に
つ
い
て
)
(
四
八
四
)

〇
135

一
一
月

一
〇

日
往

電

七

五
五



(
ハ
ル
提
案

の
措
置

に
つ
い
て
)

(四
八
四
)

〇

1
36

一
一
月

一
〇

日
往
電

七
五
七

(外
相

・
駐

日
米

大

使

会

談
)
(
四

八

五
)

〇
137

一
一
月

一
〇

日
来
電

一
〇
六
六

(
米
閣
僚

と
の
内
話
に

つ
い
て
)

(
四
八
七
)

△
138

一
一
月

一
〇
日
来
電

一
〇
六
九

(野
村
・

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
会
談
)
(
四
八
八
)

〇
139

一
一
月

一
〇
日
来
電

一
〇
七
〇

(
野
村

・
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
会

談
)

(詳

細
)
(
四

八
八
)

*

1
40

一
一
月

一
一
日
往
電
七
五
八

(交
渉
段
階
に

つ
い
て
)

(
四
九
〇
)

〇
141

一
一
月

一
一
日
往

電
七
六
二

(交
渉
見

通

し
に

つ

い
て
照
会
)
(
四
九
〇
)

△
142

一
一
月

一
一
日

往
電
七
六
三

(
対
米
抗
議

に
つ
い
て
)

(
四
九

一
)

〇
143

一
一
月

一
一
日
往
電

七
六
四

(外
相

・
駐
日
英
大
使
会
談
)
(
四
九

一
)

△
144

一
一
月

一
一
日
来
電

一
〇
七
四

(
ハ
ル
と
の
会
談
を
予
報
)
(
四
九
三
)

〇
145

一
一
月

一
二
日
来
電

一
〇

八
七

(
野
村

・
ハ
ル
会
談
)

(
四
九
三
)

△

1
46

一
一
月

一
三

日
往
電
七
六
六

(自
衛
権

に

つ

い

て
)
(
四
九
五
)

〇
147

一
一
月

一
三
日
来
電

一
〇
八
九

(
若
杉

・
バ
ラ
ン
タ
イ

ン
会
談
)
(
四
九
六
)

△

148

一
一
月

一
四
日
往
電

七
七
二

(
乙
案

の
提
示
時
期
に

つ
い
て
)
(
四
九
八
)

△
149

一
一
月

一
四
日
往
電
七
七
三

(
?
)

(対
米
提
案

に

つ

い
て
)

(四

九

八
)

〇
150

一
一
月

一
四
日
来
電

一
〇
九
〇

(情
勢
観
測

に
つ
い
て
)
(
四
九
八
)

△
151

一
一
月

一
五
日
往
電
七

七

四

(
乙
案

の

促
進

に
つ
い
て
)
(
五
〇
〇
)

〇
152

一
一
月

一
五
日
往
電
七
七
五

(交
渉
督
促
に

つ
い
て
)
(
五
〇
〇
)

〇
153

一
一
月

一
五
日
往

電
七
八

一

(来
栖
大
使
宛
交
渉
督
促
に
つ
い
て
)

(
五
〇

一
)

154

一
一
月

一
五
日
来
電

一
〇
九
五

(
野
村

・
ハ
ル
会
談
)
(
五
〇
二
)

*
155

一
一
月

一
五
日
来
電

一
〇
九

六

(
米
側

の
回
答
)
(
五
〇
三
)

*
156

一
一
月

一
五
日
来
電

一
〇
九
七

(
米
側
の
提
案
)
(
五
〇

四
)

157

一
一
月

一
五
日
来
電

一
〇
九
八

(交
渉
決
裂

の
結
果

の
予
想
)
(
五
〇
五
)

〇
158

一
一
月

一
五

日
来

電

一
一
〇

六

(野

村

・
ハ
ル
会
談
)

(
五
〇
七
)

159

一
一
月

一
五
日
東
京
回
章

二
三
三
〇

(暗
号
機
械

の
処
分
方
法
)

(五
〇
九
)

△
160

一
一
月

一

五
日
往
電

(
番
号
な
し
)
(
交
渉
促
進

に
つ
い
て
)
(
五

一
〇
)

〇
161

一
一
月

一
六
日
往
電
七
八
二

(
オ
ー
ラ
ル
甲
号

の
回
答
要
領
)

(
五

一
〇
)

162

一
一
月

一
六
日
来
電

一
一
〇
七

(米
側

の
空

気
に
つ
い
て
)
(
五

一
一
)

△
163

一
一
月

一
七

日
来

電

一
一
一
三

(
野
村
、
来
栖

・
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
、

ハ
ル
会
談
)
(
五

一
一
)

△
164

一
一
月

一
七
日
来
電

一
一
一
四

(
国
務
省

の
態
度
に

つ
い
て
)

(
五

一
二
)

〇
165

一
一
月

一
七
日
来
電

一
一
一
八

(野
村
、
来
栖

・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、

ハ
ル
会
談
)

(
五

一
二
)

〇
166

一
一
月

一
七
日
往
電
七
八
三

(
わ
が
提
案

の
修
正
)
(
五

一
五
)

〇

1
67

一
一
月

一
七
日
往
電
七
八
四

(米
側

回
答

の
措
置
)
(
五

一
五
)

〇
168

一
一
月

一
七
日
往
電
七
八
五

(米
提
案

の
措
置
)
(
五

一
五
)

△
169

一
一
月

一
七
日
来
電

一
一
二
七

(
三
国
条
約

に
つ
い
て
)

(
五

一
六
)

〇

170

一
一
月

二
八
日
来
電

一
一
二
九

(
わ
が
案

の
修
正
請
訓
)
(
五

一
七
)

〇
171

一
一
月

一
八
日
来
電

一

一
三

一

(
野
村
、
来
栖

・
ハ
ル
会
談
)
(
五

一
八
)

〇

172

一
一
月

一
八
日
来
電

一
一
三
三

(
来
栖
大
使
の
意
見
具
申
)

(
五
二
〇
)

〇
173

一
一
月

一
八
日
来
電

一
一
三
四

(野
村
、
来
栖

・
ハ
ル
会
談
報
告

の
補
足
)
(
五
二

一
)

△
174

一
一
月

一
八
日
往

電

七

八
八

(交



渉
決
裂

の
場
合
の
措
置
)

(
五
二
二
)

△
175

一
一
月

一
八
日
来
電

一
一
三
五

(
野
村
、
来
栖

・
米
閣
僚
会
談
)
(
五
二
三
)

△
176

一
一
月

一
九
日
東
京
回
章

二
三
五
三

(
非
常
事
態
の
警
報

〈
ウ
ィ
ン
ド

・
メ

ッ
セ
ー
ジ
〉
)
(
五
二
三
)

△
177

一
一
月

一
九

日
東
京

回
章

二
三
五
四

(断
交

の
お
そ
れ

の
通
報
要
領
)
(
五
二
四
)

〇
178

一
一
月

一
九
日
往
電
七
九
八

(
乙
案
提
出

の
指
示
)
(
五
二
四
)

〇
179

一
一
月

一
九
日
往
電
七
九
九

(
乙
案
に
よ
る
交
渉
要
領
)
(
五
二
五
)

〇
180

一
一
月

一
九
日
往
電
八
〇
〇

(
乙
案

の
説
明
)

(
五
二
六
)

△
18
1
一
一
月

一
九

日
往
電
八
〇

一

(
仏
印
駐
兵

の
移
駐
)
(
五
二
六
)

〇

182

一
一
月

一
九

日
来
電

一

一
三

六

(野

村
大
使

の
意
見
具
申
)
(
五
二
七
)

183

一
一
月

一
九

日
来
電

一
一
四
〇

(
配
船
準
備

の
発
表
再
考
に

つ
い
て
)
(
五
二
七
)

〇
18
4

一
一
月
二
〇

日
往
電
八
〇
六

(
野
村
大
使

の
試
案
を
拒
否
)
(
五
二
八
)

△
185

一
一
月
二
〇

日
来
電

一
一
四
四

(野
村
、
来
栖
・
ハ

ル
会
談

の
要
旨
)
(
五
二
八
)

〇
186

一
一
月
二
〇

日
来
電

一
一
四
七

(
野
村
、
来
栖

・
ハ
ル
会
談

の
詳
細
)
(
五
二
九
)

△
187

一

一
月
二
〇

日
来
電

一
一
四
八

(新
聞

の
指
導
に

つ
い
て
)
(
五
三
〇
)

〇
188

一
一
月
二

一
日
往
電
八

一
〇

(
交
換
公
文

案

に

つ

い

て
)
(
五
三
〇
)

△
189

一
一
月

二

一
日
往

電
八

一
一

(
乙
案
を
協
定
に
使
用
す
る
と
き
の
前
文
)

(
五
三

一
)

〇
190

一
一
月

二
二

日

往
電
八

一
二

(交
換

の
督
促
)
(
五
三

一
)

△
191

一
一
月

二
二

日
往
電

八

一
五

(防
共
協
定
に

つ
い
て
)
(
五
三
二
)

〇

192

一
一

月

二
二
日
往
電
八

一
六

(
日
中
間

の
紹
介
者

に
つ
い
て
)
(
五
三
二
)

△
193

一
一
月
二
二
日
往
電

八

一
七

(米
側

に
提

示

し

た

乙

案

に
つ
い
て
)
(
五
三
三
)

△

194

一
一
月
二
二
日
来
電

一
一
五
八

(米
側

に
提
示
し
た
乙
案
に

つ
い
て
)
(
五
三
三
)

〇
195

一
一

月

二
二
日
来
電

一
一
五

一

(野
村
、
来
栖

・
ハ
ル
会
談
)

(
五
三
三
)

〇

196

一
一
月
二
三

日
来
電

一
一
六

〇

(野

村
、
来

栖

・
ハ

ル
会
談
報
告
補
足
)
(
五
三
五
)

〇

197

一
一
月

二
三
日
来
電

一
一
六

一

(野
村
、
来
栖

・
ハ
ル
会
談

報

告
補

足
)

(
五
三

六
)

〇

198

一
一
月
二
四
日
往
電

八
二

一

(
乙
案

の
督
促
)
(
五
三
八
)

〇
199

一
一
月
二
四
日
往
電

八
二
二

(外
相

・
駐
日
米
大
使
会
談
)

(
五
三
九
)

△
200

一
一
月
二
四
日
往
電
八
二
三

(
期
限
は
東
京
時
間
)
(
五
三
九
)

△
201

一
一
月
二
五
日
来
電

一
一
七

七

(
新

聞

の
指
導
に

つ
い
て
)
(
五
三
九
)

*
202

一
一
月
二
五
日
来
電

一
一
七
八

(米
側
回
答

の
遅
延

に
つ
い
て
)
(
五
四
〇
)

*
203

一

一
月

二
五
日
来
電

一
一
七
九

(米
、
英
、
蘭
、
中

の
打
合
わ
せ
に
つ
い
て
)

(
五
四
〇
)

〇

204

一
一
月
二
六
日
往
電

八
三

〇

(
交

渉

の
督
促
)
(
五
四
〇
)

〇

205

一
一
月
二
六
日
往
電
八
三
三

(石
油
需
要
等

に
つ
い
て
)

(
五
四

一
)

△
206

一
一
月
二
六
日
往
電

八
三
六

(
電
話
用

の
隠
語
)

(
五
四
二
)

△
207

一
一
月
二
六
日

(
若
杉
公
使

と
山
本
ア

メ
リ
カ
局
長
間
の
電
話
連
絡
)

(
五
四
二
)

△
208

一
一
月
二
六
日

(
来
栖
大
使

と
山
本
局
長

の
間

の
電
話
連
絡
)
(
五
四
三
)

〇
209

一
一
月
二
六
日
来
電

一
一
八
〇

(
野
村
、

来
栖

の
打
開
策
具
申
)
(
五
四
三
)

〇
210

一
一
月
二
六
日
来
電

一
一
八
九

(野
村
、
来
栖

・
ハ
ル
会
談
)

(
五
四
四
)

〇
211

一
一

月

二
六
日
来
電

一
一
九
〇

(交
渉
打
切
り

の
場
合

の
措
置
)
(
五
四
五
)

〇
212

一
一
月

二
六
日
来
電

一
一
九

一

(
野

村
、
来
栖

・



ハ
ル
会
談
の
詳
報
)
(
五
四
七
)

△
213

一
一
月
二
七

日
往
電

八
四

一

(
乙
案
英
文

テ
キ

ス
ト
の
改
定
)

(
五
四
八
)

△
214

一
一
月

二
七
日
往
電
八
四
二

(
米

の
蘭
印
保
護
占
領
意
図

に
つ
い
て
)
(
五
四
九
)

△
215

一
一
月
二
七
日
東
京
回
章

二
四

〇
九

(
隠
語

に

よ
る
緊
急
通
信
法
)
(
五
四
九
)

△
216

一
一
月

二
七
日

(来

栖
大
使
と
山
本
局
長
間

の
電
話
連
絡
)
(
五
五

一
)

〇

217

一
一
月
二

七
日
来
電

一
二
〇
四

(
米
国

の
武
力
措
置
に

つ
い
て
)

(
五
五
五
)

〇

218

一
一
月
二
七
日
来
電

一
二
〇

六

(野

村
、
来
栖

・
ル
ー

ズ
ベ

ル
ト
会
談
)
(
五
五
五
)

〇

219

一
一
月

二
八
日
往
電

八
四
四

(米
側
提
案
に
対
す

る
措
置
)

(
五
五
七
)

〇

220

一
一
月
二
八

日
来
電

一
二
〇
九

(
南
方
武
力
行
動
に
関
す
る
観
測
)

(
五
五
八
)

〇

221

一
一
月
二
八
日
来
電

一
二

一
四

(
米
側

の
交

渉

公
表
)

(
五
五
八
)

〇

222

一
一
月
二
九
日
往
電
八
五
七

(
交
渉
要
領

の
指
示
)

(
五
五
九
)

△
223

一
一
月
二
九

日
来
電

一
二

一
六

(
特

別
情
報
に

つ
い
て
)
(
五
五
九
)

△
224

一
一
月
三
〇
日

(来
栖
大
使

と
山
本
局
長
間

の
電

話

連
絡
)

(
五

五
九
)

〇

225

一
一
月

三
〇

日
来
電

一
二
二
二

(東
條
首
相

の
演
説

に
つ
い
て
)

(
五
六

一
)

△

226

一
一
月

一
日
往
電

八
六
五

(
東
條

演
説

に

つ
い

て
)

(
五
六

一
)

△
227

一
二
月

一
日
東
京
回
章
二
四
三
六

(暗
号
機
械

の
処
分

に
つ
い
て
)

(五
六

一
)

△
228

一
二
月

一
日
東
京

回

章

二
四
四
三

(
暗
号
機
械

に
つ
い
て
)
(
五
六
二
)

〇
229

一
二
月

一
日
来
電

一
二
二
五

(野
村
、
来
栖

・
ハ
ル
会
談
)
(
五
六
二
)

*
230

一
二
月

一
日
往
電

八
六
六

(東
條
演
説
に

つ
い
て
)

(
五
六
四
)

△
231

一
二
月

一
日
来
電

一
二
二
六

(米
国
新
聞

の
論

調

に

つ
い
て
)
(
五
六
四
)

〇

232

一
二
月

一
日
来
電

一
二
二
七

(
局
面
打
開

の
意
見
具
申
)
(
五
六
五
)

〇

233

一
二
月

一
日
来
電

一
二

三
〇

(東
條
演
説

の
反
響
)
(
五
六
五
)

△
234

一
二
月
二
日
往
電
八
六
七

(暗
号
書

の
処
分

に
つ
い
て
)

(
五
六
六
)

〇
235

一
二

月
二
日
来
電

一
二
三
二

(野
村
、
来
栖

・
ウ

ェ
ル
ズ
会
談
)
(
五
六
七
)

△
236

一
二
月
二
日
来
電

一
二
三
四

(東
條
演
説

の
新
聞

報
道
に

つ
い
て
)
(
五
六
八
)

〇
237

一
二
月
二
日
来
電

一
二
三
九

(
米
大
統
領

の
記
者
会
見
に
つ
い
て
)

(
五
六
八
)

〇

238

一
二

月
三
日
往
電

八
七
五

(
在
仏
印

日
本
軍
動
静

の
説

明
要
領
)
(
五
六
八
)

〇
239

一
二
月
三
日
往
電
八
七
六

(意
見
具
申

に
対

す

る

指
示
)
(
五
六
九
)

△
240

一
二
月
三
日
往
電
八
七
七

(
わ
が
方
の
提
案
に

つ
い
て
)
(
五
六
九
)

〇
241

一
二
月
三
日
往
電
八
七
八

(
交
渉
の
促
進

に
つ
い
て
)
(
五
六
九
)

△
242

一
二
月
三

日
東
京
回
章
二
四
六

一

(隠
語
控

え
の
保
管
に

つ
い
て
)
(
五
七
〇
)

△

243

一
二
月
三
日
来
電

一
二
四
三

(
領
事
の
引
揚
げ
に

つ
い
て
)

(
五
七
〇
)

△
244

一
二
月
三
日
来
電

一
二
四
四

(
タ

イ
進

出

時

の
英
米

の
行
動

に

つ
い
て
)

(
五
七

一
)

〇
245

一
二
月
三
日
来
電

一
二
四
五

(
寺
崎
、
高
木
書
記
官

の
行
動
)

(
五
七

一
)

〇
246

一
二
月
三
日
来
電

一
二
五
六

(米

「
覚
書
」

に
関
す
る
請
訓
)
(
五
七

一
)

△
247

一
二
月
四
日
往
電
八
八

一

(暗
号
書
に
つ
い
て
)

(
五
七

一
)

〇

248

一
二
月
四
日
往
電
八
九

一

(「
覚
書
」

の
回
答
要
領
)

(
五
七
二
)

△
249

一
二
月
五
日
往
電
八
九

六

(
大
使
館

員

の
行
動
に

つ
い
て
)
(
五
七
二
)

〇
250

一
二
月
五
日
来
電

一
二
六

一

(野
村
、
来
栖

・
ハ
ル
会
談
)
(
五
七
二
)

△
251

一
二
月



五
日
来
電

一
二
六
八

(
暗
号
機
械

の
処
分
に

つ
い
て
)
(
五
七
三
)

△
252

一
二
月
六
日
往
電

八
九
七

(暗
号
機
械

に
つ
い
て
)
(
五

七
四
)

△
253

一
二
月
六

日
往
電
八
九
九

(
米
国
の
武
力
行
動

に
つ
い
て
)
(
五
七
四
)

〇

254

一
二
月
六
日
往
電
九

〇

一

(対

米

「
覚
書
」

の
発
電

に
つ
い
て
)
(
五
七
五
)

〇

255

一
二
月
六
日
往
電
九
〇

二

(
対
米

「覚
書
」
)
(
五
七
五
)

256

一
二

月

六
日
往

電
九
〇
四

(機
密
保
持
に

つ
い
て
)
(
五
八
八
)

△
257

一
二
月
六
日
来
電

一
二
七
二

(米
側

の
態
度

に

つ

い
て
)
(
五
八

八
)

*
258

一
二
月
七
日
来
電

一
二
七
五

(
親
電
発
出

に
関
す
る
情
報
)
(
五
八
八
)

*
259

一
二
月
七
日
往
電
九
〇
五

(親
電

に

つ
い
て

照
会
)
(
五
八
九
)
260

一
二
月

七
日
往
電

九
〇
七

(
対
米

「
覚
書
」
提
示
日
時
に

つ
い
て
)
(
五
八
九
)

〇
261

一
二
月
七
日
往
電
九

〇

八

(
大
使

以
下

に
対
す
る
慰
労
)
(
五
八
九
)

△
262

一
二
月
七
日
往
電
九
〇
九

(参
事
以
下

に
対

す

る

慰
労
)
(
五

八
九
)

△
263

一
二
月
七
日
往
電
九

一
〇
暗
号
機
械
等

の
処
分
に

つ
い
て
)
(
五
八
九
)

△
264

一
二
月
七
日
東

京
回
章
二
四
九

四

(英

米

と

の
国
交
予
期
に
反
す
)
(
五
九
〇
)

△
265

一
二
月
七
日
来
電

一
二
七
八

(暗
号
機

械
等

の
処
分

開

始

に

つ

い
て
)
(
五
九
〇
)

第

二
部

東
京
と
在
米
大
使
館
以
外

の
在
外
公
館
間

の
外
交
電
報

一

東
京
―
―
各
公
館

１

一
一
月
七
日
東
京
回
章
二
二
八
八

(
日
米
交
渉

の
現
状
)

(
五
九

一
)

２

一
一
月

一
〇

日
東
京
回
章
二

一
九
三

(総

辞

職

の
理

由

な
ど

に
つ
い
て
)
(
五
九

一
)

３

一
一
月

一
二
日
東
京
回
章

二
三

一
三

(
日
米
交
渉
の
現
状
)
(
五
九

二
)

４

一
一
月

一
四
日

東
京
回
章

二
三

一
九

(
日
米
交
渉
決
裂
の
場
合

の
対
外
政
策
)
(
五
九
二
)

５

一
一
月
二
〇
日
東
京
回
章
二
三
六

四

(
日
米

交
渉

の
見
通
し
)
(
五
九
三
)

６

一
一
月
二
八
日
東
京
回
章

二
四

一
六

(
日
米
交
渉

の
見
通
し
)

(
五
九
三
)

７

一
二
月
二
日
東
京
回

章
二
四
四
五

(暗

号
書
等

の
処
分
に

つ
い
て
)

(
五
九
三
)

８

一
二
月
二
日
東
京
回
章
二
四
四
七

(
暗
号
書
等

の
処
分
に
つ
い
て
)

(
五
九
四
)

二
、
東
京
―
―

ベ

ル
リ
ン

１
七
月

一
九
日
往
電

六
六
九

(
内
閣
の
更
迭
に

つ
い
て
)
(
五
九

四
)

２
八
月

一
五
日
往
電

七
三
九

(
外
相

・
駐

日
ソ
連
大

使
会

談
)
(
五
九
四
)

３
八
月

一
五
日
往
電

七
四
〇

(外
相

・
駐
日
独
伊
大
使
会
談
)
(
五
九
五
)

４
八
月

一
九
日

(
天
羽
外
務
次
官

と
オ

ッ
ト
駐

日
独
大
使
会
談
記
録
)
(
五
九

六
)

５
八
月

二
九
日

(天
羽
外
務

次
官

と
オ

ッ
ト
駐

日
独
大
使
会
談
記
録
)
(五
九
六
)

６
八
月
三
〇

日

(
豊
田
外
相

と
オ

ッ
ト
駐

日
独
大
使
会
談
記
録
)
(
五
九

八
)

７

一
〇

月

一
日
来
電

一
一
九
八

(大
島
・
リ

ッ
ペ

ン
ト

ロ
ッ
プ
会
談
)

(
五
九
九
)

８

一
〇
月
八
日
往
電
八
七
三

(
日
米
交
渉

と
三
国
条
約
に

つ
い
て
)
(
六
〇
〇
)

９

一
一
月
二

一
日
往
電
九

六
九

(
独
関

ソ
係

に
対
す
る
態
度
)
(
六
〇

二
)

10

一
一
月
二
九
日
来
電

一
三
九
三

(
大
島

・
リ

ッ
ペ

ン
ト

ロ

ッ
プ



会
談
)
(
六
〇

二
)

11

一
一
月
三
〇
日
往
電
九
八
五

(
日
米
交
渉

の
見
通
し
)

(
六
〇
四
)

12

一
一
月
三
〇
日
往
電
九
八
六

(
日

米
交
渉

の
見
通

し
)
(
六
〇

六
)

13

一
二
月
六
日
往
電

一
〇
〇
三

(
対

ソ
態
度
に
つ
い
て
)

(六
〇

七
)

14

一
二
月
八
日
来
電

一

四
三
七

(
独

の
対
米
態
度
に

つ
い
て
)
(
六
〇

七
)

三
、
東
京
―
―

ロ
ー
マ

１
九
月
三
〇
日
来
電
六
二
七

(
イ
タ
リ

ア
の
国
内
情
勢

に
つ
い
て
)
(
六
〇

八
)

２

一
二
月
三
日
来
電
九
八
五

(
イ
タ

リ

ア

の
対

米
英
戦
態
度
)

(
六
〇

八
)

四
、
東
京
―
―

広
東

１
七
月

一
四
日
来
電
二
五
五

(日
本

の
南
進
計
画
に

つ
い
て
)

(
六
〇
九
)

五
、
東
京
―
―

ハ
ノ
イ

１

一
一
月
二
五
日
来
電

一
一
八

(
日
米
交
渉

に
つ
い
て
)
(
六

一
〇
)

２

一
一
月
二
八
日
往
電
九
三

(
仏
印
政
府
に
対
す

る
態
度
に

つ
い
て
)
(
六

一
一
)

六
、
東
京
―
―

バ

ン
コ
ク

１

一
一
月
三
日
来
電
八
九
二

(
タ
イ
と

の
通
貨
取
決

め
に
つ
い
て
)

(六

一
一
)

２

一
二
月
六
日
往
電
八
五
二

(
×
日

の
決

定

に

つ
い
て
)

(六

一
一
)

七
、
東
京
―
―

ロ
ン
ド
ン

１

一
二
月

一
日
東
京
回
章

二
四
四
三

(暗
号
機
械
等

の
処
分

に
つ
い
て
)

(
六

一
二
)

八
、
東
京
―
―
ヴ

ィ
シ
ー

１

一
一
月

一
二

日
往
電
五
二
八

(
仏
印
問
題
に
関
す

る
訓
令
)

(
六

一
二
)

九
、
東
京
―

―
新
京

１

一
一
月

二
八
日
来
電
七
八

一

(英
米
人

の
処
置

に
つ
い
て
)
(
六

一
三
)

一
〇

、

東

京
―
―

シ

ン
ガ

ポ

ー

ル

１

一
二
月
二
日
東
京
回
章

二四
五
〇

(隠
語

に
つ
い
て
)
(
六

一
三
)

第

三
部

ウ

ィ
ン
ド

・
メ

ッ
セ
ー
ジ
に
関
す
る
資
料

１
ポ
ー
ト

ラ
ン
ド
連
邦
通
信
委
員
無
線
電
信
所
の
日
本

の
天
気
予
報
に
関
す

る

一
九
四

一
年

一
二
月
五
日
付

け
傍

受

「覚

え
」
(
六



一
六
)

２
連
邦
通
信
委
員
会
無
線
諜
報
部

の
夜
間
当
直

日
誌

一
九

四

一
年

一
一
月
二
四
日
―
―

一
二
月
四
日

(
六

一
六
)

３
キ

メ
ル
提
督

の
ハ
ル
ゼ

ー
提
督
宛
害
簡

一
九
四
四
年
三
月

一
八
日

(
六

一
九
)

第
四
部

サ
フ
ォ
ー
ド
海
軍
大
佐

〔
開
戦
時
、
米
海
軍
通
信
諜
報
課
長
〕
の

「覚
書
」

１

ソ
ネ

ッ
ト
海
軍
少
佐

に
対
す
る

「覚
書
」
一
九
四

一
年

一
一
月
二
六
日
の
諸

メ

ッ
セ
ー
ジ
に
関
す
る
評
価

(
六
二
〇
)

２
ソ
ネ

ッ

ト
海
軍
少
佐
に
対
す

る

「
覚
書
」

「
U
T
U
」
放
送
に
関
す

る
評
価

(
六
二
五
)

３
ソ
ネ

ッ
ト
海
軍
少
佐
に
対

す

る

「覚

書
」
(龍

田
丸
と
プ

レ
ジ
デ

ン
ト

・
マ
デ

ィ
ソ
ン
号
に
関
す
る
資
料
)
(
六
二
八
)

４
ウ

ォ
ル
タ
ー

・
フ
ー
テ
と

の
会
談

「
覚
え
」
(
六
二
九
)

５
ヒ
ュ
ー
ウ

ィ

ッ
ト
提
督

に
対
す
る

「
覚
書
」
(
真
珠
湾

調
査
に

つ
い
て
)
(
六
三

一
)

６
真
珠
湾
悲
劇

に
関
す
る
ヒ

ュ
ー
ウ

ィ

ッ
ト
査
問
会
議

「
覚
え
」
(
六
三
二
)

７
ソ
ネ

ッ
ト
海
軍
少
佐

に
対
す
る

「覚
書
」
(
ウ

ィ
ン
ド

・
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
(六
三
四
)

第
五
部

"
森
電
話
連
絡
"

(
一
九
四

一
年

一
二
月
三
日
、

ハ
ワ
イ
の
日
本
人
と
東
京

の
連
絡
)
(
六
三
八
)

第
六
部

ヒ
ト
ラ
ー

・
松
岡
会
談
記
録

(
一
九
四

一
年
四
月
四
日
、
ベ

ル
リ

ン
に
お

い
て
)
(
六
四

一
)

七

グ

ル
ー
駐

日

大
使

電

報

一

真
珠
湾
に
対
す
る
奇
襲
攻
撃

の
公
算

１
グ

ル
ー
よ
り
国
務

長
官
宛

一
九
四

一
年

一
月
二
七

日

(
真
珠
湾
奇
襲
に
関
す

る
駐
日
ペ

ル
ー
公
使
の
情
報
に

つ
い
て
)
(
六
四
五
)

２
ス
タ
ー
ク
海
軍
作
戦
部
長

よ
り
米
太
平
洋
艦
隊
司
令
長
官
宛

一
九
四

一
年

二
月

一
日

(
グ

ル
ー
大
使
電

の
通
知

と
所

見
)
(
六
四

五
)

３
グ
ル
ー
よ
り
国
務
長
官
宛

一
九
四

一
年

一
一
月
三
日

(
日
本

の
国
内
情
勢
に

つ
い
て
)
(
六
四
六
)

４
グ
ル

ー
よ
り

国

務
長
官
宛

一
九
四

一
年

一
一
月

一
七
日

(
日
本

の
奇
襲
行
動
に

つ
い
て
)
(
六
四
八
)

二

「
ハ
ル

・
ノ
ー
ト
」

に
対
す
る
日
本

の
反
響

１
グ

ル
ー
よ
り
国
務
長
官
宛

一
九
四

一
年

一
二
月

一
日

(著
名

な
日
本
人
の

「
ハ
ル

・
ノ
ー
ト
」
に
対
す
る
反
響

な
ど
に

つ
い
て
)

(
六
四
九
)

三

対

日

一
般
政
策
に

つ
い
て
の
至
急
電

(
い
わ
ゆ
る
緑
灯
)

１
グ

ル
ー
よ
り
国
務
長
官
宛

一
九
四
〇
年
九
月

一
二
日

(
米
国
の
対

日
政
策
に
つ
い
て
)

(
六
四
九
)

四

グ
ル
ー
大
使

よ
り
大
統
領
お
よ
び
国
務
省
宛
電
報
集

１
グ
ル
ー
よ
り
大
統
領
宛
書
簡

一
九

四

一
年

九
月
二
二
日

(
近
衛
首
相

の
評
価
な
ど
に

つ
い
て
)
(
六
五
二
)

２
グ

ル
ー
よ

り
国



務
省
宛

一
九

四

一
年

一
一
月
七
日

(
日
本
政
府

の
交
渉
継
続
要
望
に

つ
い
て
)

(
六
五
八
)

３
グ

ル
ー
よ
り
国
務
省
宛

一
九
四

一
年

一
二
月
五
日

(英
艦

シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
到
着

の
反
響
に

つ
い
て
)
(
六
五
九
)

４
グ

ル
ー
よ
り
国
務
省
宛

一
九

四

一
年

一
二

月

八

日

(
日
本
政
府

の
最
終

「覚
書
」
手
交
と
天
皇

の
返
書
に

つ
い
て
)

(
六
五
九
)

五

日
米
関
係

に
つ
い
て
外
国
駐
在
日
本
代
表

の
言
動

に
関
す
る
米
国
在
外
大
公
使

の
報
告

１
ペ
ル
ー
駐
在
米
大
使
よ
り
国
務
省
宛

一
九
四

一
年

四
月
四
日

(
日
米
戦

に
お
け
る
ペ
ル
ー
の
態
度

に
つ

い
て
)

(六

六
〇
)

２

ベ

イ
ル
ー
ト

(
レ
バ
ノ
ン
)
駐
在
米
領
事

よ
り
国
務
省
宛

一
九
四

一
年

五
月
二
四
日

(
日
本

の
戦
計
争
画
準
備
に

つ
い
て
)
(
六

六

〇
)

３
ブ

ラ
ジ

ル
駐
在
米
大
使
よ
り
国
務
省
宛

一
九
四

一
年
六
月
九

日

(
日
米
戦
に
お
け
る
ブ

ラ
ジ
ル
の
態
度

に

つ
い

て
)
(
六

六
〇
)

４

ス
イ
ス
駐
在
米
大
使

よ
り
国
務
省
宛

一
九
四

一
年

九
月

一
一
日

(
日
本

の
参
戦
情
報

に
つ
い
て
)
(
六
六
〇
)

５
ド

ミ

ニ
カ
駐
在
米
公
使

よ
り
国
務
省
宛

一
九
四

一
年

一
一
月
三

日

(
日
米
戦

に
お
け
る
中
米
諸
国

の
態
度

に
つ

い
て
)
(
六

六

一
)

６
チ
リ
駐

在
米
大
使
よ
り
国
務
省
宛

一
九

四

一
年

一
二
月
二
日

(
日
本
公
使

の
言
動

に
つ
い
て

(
六
六

一
)

八

日
本

軍

事

電
報

(
１
)

ハ
ワ
イ
方
面

*

〔編
者
注
〕

ワ
シ
ン
ト
ン
当
局
が
特
に
注
意
深
い
考
慮
を
払
う
ぺ
き
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
重
要
電
報
を
示
す
。

Ａ

一
九
四

一
年

一
二
月
七

日
以
前

に
翻
訳
さ
れ
た
電
報

(
２
)

一
九
四
〇
年

一
二
月

二
日

一
二
月
二
日
の
真
珠
湾
在
泊
艦
船
報
告

(
六
六
二
)

一
二
月
二
〇

日

一
二
月
二
日
に
は

艦
艇
動
き
な
し

(
六
六
二
)

(
３
)

一
二
月
二
四
日

艦
艇

の
動
き
に
つ
い
て
の
報
告

(
六
六

二
)

一
九

四

一
年

一
月

六

日

五
日
朝
の
真
珠
湾
在
泊
艦
船
報
告

(六
六
三
)

(
４
)

一
月
七
日

戦
艦
部
隊

の
動

静

報
告

(
六

六

三
)

一
月
九

日

軽

巡

「
シ
ン
シ
ナ
チ
」

の
行
動
報
告

(
六
六
三
)

一
月

一
六
日

港
内
在
泊
艦
艇

お
よ
び
戦
艦
行
動
報
告

(
六
六
三
)

(
５
)

一
月

一
六
日

戦
艦
部
隊

の
行
動
お
よ
び
港
内
在
泊
艦
船
報
告

(
六
六
四
)

一
月

二

一
日

空

母
二
隻

の
動
静
報
告

(
六
六
四
)

一

月
二
八
日

真
珠
湾
在
泊
艦
艇
の
状
況
報
告

(
六
六
四
)

(
６
)

二
月
六
日

港
内
在
泊
艦
船

お
よ
び
空

母

そ

の
他

の
行

動
報

告

(
六
六
四
)

(
７
)

二
月
二

一
日

主
力
艦

の
行
動
お
よ
び
港
内
在
泊
艦
船
報
告

(
六
六
五
)

(
８
)

二
月
二
四
日

空
母

の
動
静

お
よ
び
港
内
在
泊
艦
船
報
告

(
六
六
五
)

二
月
二
七
日

艦
隊

の
行
動
お
よ
び
港
内
在
泊
艦
船
報
告

(
六
六
六
)

(
９
)

三
月

一
〇

日

真
珠
渣
四在
泊
艦
船
報
告

(
六
六
六
)

(
10
)

五
月

一
二
日

真
珠
湾
在
泊
艦
船
報
告

(
六
六
六
)

(
11
)

五
月

二
六
日

真
珠
湾
在
泊
艦
船
報
告

(
六
六
七
)

六
月

一
四
日

英

巡
洋
艦

の
真
珠
湾
入
港
報
告

(六
六
七
)

九
月
二
二
日

フ
ラ



ン
ス
駆

逐
艦

の
動
静
報
告

(
六
六
七
)

*
(
12
)

九
月
二
四
日

真
珠
湾
を
五
水
域
に
分
ち
、
在
泊
艦
船
を
報
告
す
る

こ
と
。
特

に
戦
艦
と
空
母
に

つ
い
て
は
停
泊
状

況
を
く
わ
し
く
報
告
す
る
よ
う
に
と
の
東
京

か
ら

の
指
令

(
六
六
八
)

*
(
13
)

九
月
二
九

日

艦
艇
の
位
置
を
示
す
符
号
に
関
す
る
報
告

(
六
六
八
)

*

一
一
月

一
五
日

在
泊
艦
艇
報
告
を
週
二
回
送
る
よ
う
に
と
の
指

令

(
六
六
九
)

(
14
)

一
一
月

一
八
日

一
五
日
の
港
内
在
泊
艦
船

そ
の
他
重
要
報
告

(
六
六
九
)
(
15
)

*
一
一
月

一
八
日
指

定
水
域
に
錨
泊
中

の
艦
艇
に
対
す

る
報
告
拍
令

(六
六
九
)

*
一
一
月

二
〇
日

艦
隊
航
空
隊
基
地
の
艦
艇
調
査

の
指
令

(
六
六

九
)

*

一
一
月
二
九

日

行
動

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
艦
艇
報
告
を
送
る
よ
う

に
と
の
指
令

(
六
七
〇
)

Ｂ

一
九
四

一
年

一
二
月
七
日
以
後

に
翻
訳
さ
れ
た
電
報

(
16
)

一
一
月
二
四
日

艦
隊

の
行
動
要
領
そ
の
他

に
関
す
る
く
わ
し
い
報
告

(
六
七
〇
)

(
17
)

一
一
月
二
四
日

艦

艇

の

行
動
要
領
そ

の
他

に
関
す
る
く
わ
し
い
報
告

(
六
七
〇
)

(
18
)

一
一
月
二
八
日

主
力
艦
の
動
静
を
そ
の
都
度
く
わ
し
く
報
告
せ

よ
と
の
指
令

(
六
七

一
)

(
19
)

一
一
月
二
八
日

ミ

ッ
ド
ウ

ェ
ー
の
状

況
を
含

む
軍
事
報
告

(
六
七

一
)

(
20
)

一
二
月

一

日

真
珠
湾
方
面

に
お
け
る
く
わ
し

い
演
習
報
告

(
六
七
二
)

(
21
)

一
二
月
二
日

主
力
艦

の
動
静
を
毎

日
報
告
の
こ
と
、
お

よ
び
阻
塞
気
球
を
あ
げ
て
い
る
か
ど
う
か
、
防
雷
網
を
戦
艦
に

つ
け
て

い
る
か

ど
う
か
の
調
査
を
指
令

(
六
七
二
)

(
22
)

(
23
)

一
二
月
三
日

艦
艇
勤
静

に
関
す
る
信
号
通
信
方
式

の
変
更
な
ら
び
に
敷
設
に
関
す
る
詳
細
な
報
告

(
六
七
三
)

(
25
)

一
二
月

四
日

英
国
軍
艦

の
行
動
報
告

(
六
七
五
)

(
26
)

一
二
月
五
日

在
泊
艦
艇
報
告

(
六
七
五
)

一
二
月
六
日

艦
隊

の
動
静

(
六
七
五
)

(
27
)

(
28
)

一
二
月
六
日

阻
塞
気
球
、
防
雷
網
に
関
す
る
報
告

(六
七
五
)

(
29
)

一
二
月
六
日

最
後

の

艦
艇
在
泊
報
告
お
よ
び
艦
隊
は
航
空
偵
察
を
行
な

っ
て
い
な
い
と
の
報
告

(六
七
六
)

(
30
)

２

パ
ナ

マ

Ａ

一
九
四

一
年

一
二
月
以
前

に
翻
訳
さ
れ

た
電
報

(
31
)

一
九
四

一
年
八
月
二
日

英
米
船
舶

の
パ
ナ

マ
運
河
通
航
状
況
を
報
告
せ
よ
と

の
指
令

(
六
七
六
)

八
月

一
八
日

パ

ナ
マ
運
河
通
航
船

そ
の
他

の
報
告

(六
七
六
)

(
32
)

八
月

一
八
日
米
陸
軍
重
爆
機

の
行
動

(
六
七
七
)

八
月
二
〇

日

パ
ナ

マ
運
河
通
航
船
舶
報
告

(
六
七
七
)

(
33
)

九
月

二
二
日

同
内
容

(
六
七
七
)

(
34
)

九
月
二
三
日
パ
ナ

マ
運

河
地
帯

の
地

図
を
東
京
に
送

る
報
告

(
六
七
七
)

(
35
)

九
月
三
〇
日

フ
ラ
ン
ス
軍
艦

の
消
息
報
告

(六
七
八
)

(36
)

二
〇
月
二
日

パ
ナ

マ
海
軍
区

の
増
強
状
況
そ
の
他

の
報
告

(
六
七
八
)

(
37
)

一
〇

月
二
日

パ
ナ

マ
運
河
通
航
状

況
報
告

(
六
七
八
)

(
38
)

一
〇
月
六
日

パ
ナ

マ
の
飛
行
基
地

お
よ
び
空
港
に

つ
い
て
の
報
告

(六
七
九
)

(
39
)

一
〇

月

一
八
日

パ
ナ
マ
の
軍



事
施
設
お
よ
び
運
河
通

航
状
況
報
告

(
六
七
九
)

(
40
)

一
〇
月

一
八
日
パ
ナ
マ
の
軍
事
施
設
状
況

の
報
告

(
六
八
〇
)

(
41
)

一
〇
月
二
八
日

運
河
通
航
艦
船
報
告

(
六
八
〇
)

(
42
)

一
一
月
四
日

同
内
容

(六
八
〇
)

(
43
)

一
一
月

五
日

イ
タ

リ

ア
系
将
校

の
措
置
と
運
河
通
航
船
報
告

(
六
八

一
)

(
44
)

一
一
月

一
〇

日

運
河
通
航
艦
船
報
告

(
六
八

一
)

(
45
)

一

一
月

一
二
日

運
河
航
空
兵
力
の
増
強
報
告

(
六
八

一
)

(
46
)

(
47
)

一
一
月

一
三
日

パ
ナ

マ
艦
船
報
告

(六
八
二
)

Ｂ

一
九

四

一
年

一
二
月
七
日
以
後

に
翻
訳
さ
れ
た
電
報

(
48
)

一
一
月
二
〇

日
パ
ナ
マ
運

河
通
航
船
舶
報
告

(
六
八
二
)

(
49
)

(
50
)

(
51
)

一
一
月
二
二
日

パ
ナ
マ
運
河
防
衛
状

況
報
告

(
六
八
二
―

六
八
三
)

(
52
)

一
二
月

一
日

戦
艦
、
空

母
の
パ
ナ

マ
運
河
通
航
を
報
告
せ
よ
と
の
指
令

(
六
八
四
)

３

フ
ィ
リ
ピ

ン

〔以
下
主
要
内
容
目
次
〕

Ａ

一
九
四

一
年

一
二
月
七
日
以
前
に
翻
訳
さ
れ
た
電
報

(
54
)

一
九

四

一
年
八
月

一
日

米
海
軍
お
よ
び
陸
軍
機

の
偽
装

と
識
別
を
報
告

せ
よ
と
の
指
令

(
六
八
四
)

(
55
)

八
月
二
日

軍
用
機

の
偽
装
お
よ
び
識
別
に

つ
い
て
の
報
告

(六
八
五
)

(
57
)

八
月

一
二
日

英
艦

の
動
静
報
告

(六
八
五
)

(58
)

八

月
二
〇

日

マ

ニ
ラ
の
防
備
施
設

に
関
す
る
報
告

(
六
八
六
)

(
59
)

八
月
二
〇
日

航
空
基
地
造
成
に
関
す
る
報
告

(
六
八
六
)

(
60
)

八
月
二
二
日

ダ
バ
オ
発
艦
艇
動
静

お
よ
び
軍
事
施
設
に
関
す
る
報
告

(
六
八
六
)

(
66
)

九
月

一
日

報
告
は
週

一
回

の
こ
と
、
但
し
主
要
軍
艦

の
発
着

は
そ
の
都

度
報
告

せ
よ
と
の
指
令

(
六
八
九
)

(
68
)

九
月
五
日

軽
巡

一
そ
の
他
艦
船
三

シ

ン
ガ
ポ
ー

ル
に
向
う

(
六
九
〇
)

九
月
二
六
日
ダ
バ
オ
発

米
駆
逐
艦
、
潜
水
艦

の
行
動
報
告

(
六
九

一
)

一
〇
月
四
日

ル

ソ
ン
島

の
沿
岸
防
御
作
業

の
進
捗
状
況
、
兵
力
配
備
を
調
査
報
告
せ
よ
と
の
指
令

(六
九

一
)

(72
)

一
〇
月

一
四
日

ア
ジ

ア

艦
隊
の
主
力

の
行
動
報
告

(
六
九

一
)

一
〇
月
二

一
日

ダ

バ
オ
発

ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
航
空
基
地
造
成
報
告

(六
九
二
)

(
76
)

一
〇
月
二
五
日

在
泊
艦
艇
報
告

(艦
艇
は
戦
時
色
に
塗
り
換

え
中
)
(
六
九
三
)

一
一
月

一
日
陸
海
軍
機

、
兵
力
、
艦
船
動
静
報
告

(
六
九

四
)

(
79
)

一
一
月

一
日

ル
ソ
ン
方
面
米
陸
軍

の
増
強
防
備
施
設

の
強
化
報
告

(
六
九
五
)

(
82
)
一
一
月
五
日

港

お
よ
び
空
港

の
防
備
状
況
兵
力
そ
の
他
を
報
告

せ
よ
と

の
指
令

(六
九
六
)

(
83
)
(
84
)

一
一
月
六
日

陸
上
防
衛
兵
力
、
施
設

の
増
強
報
告

(
六
九

七
)

(
91
)
一
一
月

一
五
日

大
型
機

の
フ
ィ
リ
ピ

ン
向
け
経
路
を
調
査
せ
よ
と
の
指
令

(
七
〇
〇
)

(
95
)

一
一
月
二
四
日

増
援
軍
が
続

々
到
着
、
空
気
緊
張
し

つ
つ
あ
り
と

の
報
告

(
七
〇

二
)

一
一
月
二
八
日

マ
ニ
ラ
市

の
上
空

硝
戒
実
施
中

(
七
〇
三
)

Ｂ

一
九
四

一
年

一
二
月
七
日
以
後
に
翻

訳
し
た
電

報



(
97
)

一
一
月

二
九
日

マ
ニ
ラ
在
泊
艦
船
報
告

(
七
〇
三
)

(98
)

一
二
月

一
日

艦
船
動
静
報
告

(七
〇
四
)

４

東
南
ア
ジ
ア
お
よ
び
蘭
印

Ａ

一
九
四

一
年

一
二
月
七

日
以
前

に
翻
訳
し
た
電
報

(
101
)
九
月
六
日

日
本
人
所
有
の
大
型
漁
船
に
関
す

る
隻
数
そ
の
他

の
要
目
を
調
査
報
告

せ
よ
と
の
指
令

(
七
〇

五
)

一
〇
月
二

二
日

マ
ラ
イ
方
面

の
航
空
部
隊

の
編
成

そ
の
他
を
報
告

せ
よ
と
の
指
令

(
七
〇
六
)

一
〇
月
二
二
日

蘭
印
方
面

の
航
空
部
隊

の
編
成
そ

の
他
を
報
告
せ
よ
と
の
指
令

(
七
〇
六
)

(103
)

(
10
4)

(105
)

一
〇
月
二
五
日

蘭
印
航
空
部
隊
に
関
す
る
詳
細
な
報

告

(
七
〇
六
)

一
一
月

一
八
日

英
軍
約

一
万
名
が

マ
ラ
イ
方
面
に
向

っ
た
と
い
う
情
報

に
対
し
注
意
を
払
う
よ
う
に
と
の
指
令

(
七
〇
八
)

５

ア
メ
リ
カ
西
岸

Ａ

一
九
四

一
年

一
二
月
七

日
以
前

に
翻
訳
し
た
電
報

九
月

一
八
日

英
戦
艦

「
ウ

ォ
ア
ス
パ
イ
ト
」

の
行
動
報
告

(
七
〇

八
)

(
111
)

一
〇
月

一
六
日

軍
艦
行
動
報
告

の
要
領

(
七

〇

九
)

７

特

に
興
味
あ
る
他

の
電
報

(
117
)

二
月

一
五
日

米
国
お
よ
び
カ
ナ
ダ

に
関
す
る
情
報

の
う
ち
特
に
要
望
す

る
事
項
に
関
す
る
指
令

(
七

一
一
)

(
119
)

二

月

一
五
日

情
報
収
集

に
関
し
特
に

ホ
ノ
ル
ル
領
事
に
要
望
し
た
指
令

(七

一
九
)

(
122
)

六
月
二
三
日
パ
ナ
マ
運
河

の
地
図
に

関
す
る
メ
キ
シ

コ
大
使

報
告

(
七

一
三
)

六
月
二
五
日

(
123
)
(
124
)

ウ

ラ
ジ

ボ

ス
ト

ッ
ク

の
軍
事

情

勢

報

告

(七

一
三
)

(126
)

七
月

二
五
日

フ
ィ
リ
ピ
ン
防
衛
強
化
状
況
報
告

(
七

一
五
)

付

録

「
米
国
の
防
衛
政
策
お
よ
び
戦
略
、

一
九
四

一
年
」
(キ
ッ
ド
レ
ッ
ジ
)
…

七

一
七




